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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年３月１５日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時４７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 川口純子  副委員長 古谷博子  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 上村高義  委　　員 原田　平  委　　員 山下信行

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼産業振興課長　阿久根俊二　　同課参事　川上孝也

環境センター長　五里江路人

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　葭中　勉

同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　　同部参事兼国保年金課長　佐藤芳雄

健康推進課参事　前川　進 高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　

介護保険課長　井口久和　　こども育成課長　山本和憲

１．出席した議会事務局職員

事務局主幹　上　清隆 同局主幹　船寺順治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１６年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２０号　摂津市斎場条例制定の件

議案第３０号　摂津市立児童センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３３号　摂津市民文化ホール条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３４号　摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３５号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件所管分（市

立小川自動車駐車場に関する部分）

議案第３８号　摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３９号　摂津市立休日応急診療所条例の一部を改正する条例制定の件

－�1�－



議案第４１号　摂津市墓地条例の一部を改正する条例制定の件

議案第４２号　摂津市立葬儀会館条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　７号　平成１７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第２４号　重要な公の施設に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分

（環境センター及び総合福祉会館に関する部分）

議案第４７号　摂津市総合福祉会館条例を廃止する条例制定の件

議案第３１号　摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例制定の件

議案第　３号　平成１７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号　平成１７年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１１号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第４３号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　８号　平成１７年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１４号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計補正予算
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（午前１０時　開会）

○川口委員長　ただ今から、民生常任委

員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は、山下委

員を指名いたします。

　先日に引き続き、審査を行ないます。

　議案第２０号、議案第３０号、議案第

３３号、議案第３４号、議案第３５号所

管分、議案第３８号、議案第３９号、議

案第４１号及び議案４２号の審査を行な

います。

　本９件については、補足説明を省略し

て質疑に入ります。藤浦委員。

○藤浦委員　まず、議案第２０号の指定

管理者の関連、指定管理者制度の導入に

伴う件で斎場の条例制定の分ですが、別

府斎場ですけども、これは火を使って焼

いていくというふうな施設で、結構、傷

みが早いし、炉の部分についての傷みが

早いので、定期的に点検なり補修をして

いかなあかんというふうなことになって

いると思うんですけど、指定管理者制度

が導入をされたときには、責任の範疇で

すね。これが、どのように移行するのか。

　以前に、使用されているときに、耐火

レンガが崩れて非常に迷惑をかけられた

ようなことも事例があったというふうに

お聞きしてますれけども、そういうふう

なことについての管理とか、責任とか、

そういうものについてはこの制度が移行

されると、どう変わっていくのか、変わ

らないのか。

　それから、これは本来、ちょっと法の

改正案ではないんで、直接は関係ないん

ですけど、答えていただけるなら答えて

いただきたいということで、別表のとこ

ろに使用料が書かれています。市外が４

万５，０００円、これは数年前に上げて

いただいたという経緯があるんですが、

経費上、これは使用する際に当然、公費

を使って焼却をしていってるということ

になるわけですけども、この４万５，０

００円というのが、どの程度のものにな

るのか。

　要するに、他市から受け入れて使用す

れば、その分プラスになるのか。空いて

いるのであれば使っていただくことによっ

て、その運営経費が、そこで賄っていけ

るようなものなのか。それとも使用して

いただければ、それでも何らかの公費を、

運営経費を突っ込んでいかないとできな

いのか。要するにマイナスになっていく

のか、プラスになっていくのかという観

点が、ちょっとわかりにくいんですが、

結構、大阪市なんかはもう少し高い値段

になってますし、摂津市は周辺の中では

ちょっと安価であるというふうなことも

お聞きしてます。

　これは金銭的な管理上、これは試算を

されたことがあるのかないのかわかりま

せんが、人件費やら、電気代やら、ガス

代やら、何もかも全部突っ込んで、建物

の減価償却とか、そんなのも含めてどん

どん使っていただいた方がプラスになっ

ていくのか、マイナスになっていくのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。

　それから、議案第３０号、児童センター

の条例の改正の分ですが、ちょっと一般

会計のときにも言いましたけども、セン

ターそのものの安全対策というものにつ

いては、いろいろやられてるというふう

には思いますけども、条例の委託管理、

中にはそういうのは含まれていないとい

うようなこともありまして、指定管理者

制度導入で、指定管理者と契約する際に

は、どんなふうな考え方なのか。盛り込

んだ方がいいような気もするし、また違

う部分で、そういう部分は契約なり、何

なりするようなことになるのか。

　安全対策については、この制度ではど
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うなっていくのかというのを一度、見解

を教えてください。

　それから議案第３３号、市民文化ホー

ル条例の一部を改正する条例の中で、文

化ホールの隣に展示ホールが設置をされ

てますね。それから、中の照明等の操作

については別の業者さんが入ってられて、

その操作をされているというふうなこと

になります。この辺の別の業者さんがや

られてる照明や音響の部門の扱いは、こ

の管理者指定制度では、一緒にそれもセッ

トでやっていかれるのかということとか。

　それから、今の展示ホールの部分の管

理については、この条例に全部含まれて

しまうのかどうかということを教えてい

ただきたいと思います。

　それから議案第３４号、ふれあいルー

ムの条例ということでいくんですが、こ

れは福祉会館が閉館されることに伴って

行なわれますが、図書室と消費生活相談

ルームも同じ場所に設置をされるという

ことになると思いますけども、このふれ

あいルームのこの条例では、この市民ルー

ム条例の中では、そのことは扱われない

のでしょうかということをちょっとお願

いします。

　議案第３８号、保健センター条例の一

部改正ということで、これもとりあえず

１８年からスタートするけども、１８年

から５年間は現行体制ということらしい

ですが、この間、答弁ありましたが、財

団法人保健センター、これは職員がいらっ

しゃいますけど、実際にこの経過措置、

５年間したときに、例えば入札なり何な

り、指定管理者制度の導入で入札するな

りしたときに、そのセンターの職員さん

なんかの考え方は、どう整理されていけ

るのか。

　今、まだこれからということかもわか

りませんけども、ちょっとこの辺とあわ

せて、今、考えられているお考えをちょっ

と教えてください。

　それから議案第３９号、市立休日応急

診療所条例で、これも同じく管理委託制

度の件ですが、これは現行は一応、現行

どのような体制で今やられているのかと

いうことを教えていただけますか。

　議案第４２号の市立葬儀会館条例の一

部改正ということで、これは先ほどの斎

場の分と、もともと一緒だった条例を分

けてられますが、この分けられるという

ことについて、もう少し説明をお願いし

たいと思います。以上、お願いします。

○川口委員長　答弁をお願いいたします。

　前川参事。

○前川健康推進課参事　それでは、条例

第２０条の火葬炉の傷みが早い施設の分

でございますが、補修は３年に１回行なっ

ておりまして、その内容は耐火レンガの

積みかえをやっております。

　それと、責任の範疇ということでござ

いますが、一応、施設の運営については

指定管理者にお願いをし、施設そのもの

については市の方で責任を持ちたいと思っ

ております。

　事故等があったときは、もちろん市の

施設でございますので、こちらの方は市

の方で対応することになると思います。

　それと、使用料で市外の方は４万５，

０００円というのは、北摂では、開設し

た当時は摂津市が一番高かったんでござ

いますが、箕面市ができてから箕面市の

方が５万４，０００円ほどになっており

ますから、北摂では２番目になっており

ます。

　それと、負担の積算でございますが、

市民１万５，０００円の使用料を大体３

分の１程度を市がもつような形でとって

おりまして、それが１万５，０００円に

なってたんでございますが、あと市外の
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方については別に火葬炉があいておれば、

いつでも使っていただくという形で、た

だ市民の方が、もし使えなくなった場合

も考慮いたしまして、一応使用料は３倍

にさせてもらっております。

　それと、議案第４２号の葬儀会館条例

の方でございますが、斎場に関する条例

自体がなかったもんで、これ、市営葬儀

条例の中に斎場が含まれておりました関

係で、指定管理者制度を設けるとなりま

すと、その中に入れることが適当ではな

いということで、その斎場部分を抜き出

しまして、新しく議案第２０号の斎場条

例を制定したものでございます。

○川口委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　文化ホールの展

示室の照明等の業者が別の業者に入って

いるけどもということで、その取り扱い

でございますが、指定管理者制度におき

ましては、従前と同様、業務の範囲につ

いて個別の業務、清掃とか、いろんな保

守点検、維持管理については第三者に業

務を委託することができるとなっており

ますので、引き続きそのまま業務をお願

いすると。指定管理者がお願いするとい

う形で、条例の第３条にもございますよ

うに指定管理者が行なう業務の中に付属

設備の維持管理ということがございます

ので、その維持管理について第三者に委

託するということは可能であると考えて

おります。

　それと、ふれあいルームの図書室と消

費生活相談ルームの扱いでございますが、

これは福祉会館の閉館に伴いまして、図

書室をそのまま移転するということにな

りますんで、これについては特に条例上、

特に明記しておりませんが、明記してお

らないということで結構やと思います。

　あと、消費生活相談ルームも同様とい

うことでございます。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　児童センターに

指定管理者を導入する際に、安全・安心

というところを計画書等に載せていくの

かというご質問だったと思います。

　現在のところ、我々といたしまして、

今現在、事業団の方に委託をお願いして

おります。その中で、現職員の中で安全

管理について、いろいろと子どもに注意

を払っていただいたり、センターに訪れ

る大人の方については、特にお声をかけ

るようにというようなことをお願いして

おります。

　また、公募等で指定管理者を選ぶ際に

は、当然、事業計画書の中の安全管理、

お子さんのいろんな、火災も含めたいろ

んな安全管理のところを要件の１つとし

て選定していきたいというふうに考えて

おります。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　保健センターの

５年間終了後の職員についてでございま

すが、現在のところは現行の委託事業者

に５年間の指定管理をお願いする方向で

考えておりますが、５年間終了後につき

ましては、この５年間で経営体制の見直

し等をしていく中で、他の業者と競合し

て、勝ち得る事業者となっていただきた

いと、そのような指導をしてまいる考え

でございます。

　それから、休日応急診療所の現行体制

でございますが、日・祝日及び年末年始

に小児科のみ診療いたしております。

　職員の体制は、事務職１名、小児科ド

クター１名、薬剤師１名、看護師２名と

いう体制で実施しております。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　まず最初、２０号の斎場の

条例の件ですが、管理の分もまあまあわ

かるわけですけども、ちょうど使用され

－�5�－



ているときに壁が崩れてご遺体の上に乗っ

てばらばらになってしまったという事故

があったらしいですが、それもやっぱり

維持点検、点検管理も責任があると思う

んですね。管理も、やっぱり管理委託で

すから、それがそういうふうにならない

かとかいうことも含めて管理をせなあか

んという部分もあるので、そういう部分

はしっかり、ちょっとこれから検討して

いただく中で、やっぱりそういうことの

起こらないように、しっかり管理をする

ということも含めて検討を、管理委託に

移行する際には考えていただきたいなと

いうことをこれは要望しておきたいと思

います。

　それから、先ほどの料金の話は、３倍

にされた、なるほど３倍、じゃあその３

倍の根拠は何なのかということを私は聞

いてるんであって、もうそれは逆に市民

に還元できると。施設を使っていただく

と、その分、市民の出してる税負担の部

分を、税に負担する部分を薄まっていく

んですわというようなことになるのかと

いうことを聞いたので、試算をそこまで

されてないのかもわかりませんけど、一

遍これ、そういう管理費とか、光熱費と

か、人件費とか、全部出して、この４万

５，０００円というのが、その減価償却

も含めた部分では妥当なものなのかどう

なのか、一遍調べていただきたいと思う

んです。

　大阪市なんかは６万円ぐらいとってる

というふうに聞いておりますけども、そ

れで例えば１体扱えば５，０００円ぐら

いプラスになっていきますと言うたら、

どんどん稼働させて使っていただいたら

いいなと。逆に他市の人に利用していた

だくのに税金を投入せなあきませんねん

と、何ぼかでも、１，０００円でも２，

０００円でも税金を投入せな賄っていけ

ないんですということであれば、やっぱ

り考えていかなあかんと思うんです。費

用負担についても、これは市民なら税金

をいただいてるので、これはその辺は、

まあ考え方があると思うんですが、市外

の人であれば、これはちょっと考え直さ

なあかんというようなこともありますの

で、これは一遍調べておいてください。

これは要望しておきます。

　それから３０号ですが、これはしっか

りと、その辺の安全管理の面、ますます

これから重要になってくると思いますの

で、指定管理者制度が導入されて、違う

方が受けられても、それはさらに安全管

理の部分は向上して、しっかり市として

対策をしていけるような体制だけは、しっ

かりと考えておいていただきたいなとい

うふうに要望しておきます。

　それから、３３号。これは、横の展示

室も一緒に指定管理者ということで委託

してしまうということですね。わかりま

した。あと、その設備、私たちもいろい

ろ使わせていただくんですが、今はある

のかもしれませんが、スクリーンの大き

ないいのがあるんですけど、プロジェク

ターのいいのがないんですね、今の文化

ホールには。今も多分ないんだろうと思

うんですけど、各市のホールなんかは、

もう結構備えてるんですね、プロジェク

ターのちょっと大きなやつですな。そん

なんも含めて、これは、どこから費用が

出るかわかりませんが、今後、そういう

大型プロジェクター設備の設置も考えて

いただきたいなと、これは要望しておき

ます。

　３８号の保健センターの分です。これ

は民間にも競合できるような効率性を上

げるようなことをしっかり指示していき

ますということで、頑張っていくと。頑

張っていただいたらいいと思うんです。
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　果たして、だからといって例えば、じゃ

あ実際に入札をして、違う業者に管理委

託なりますわね、変えれるんですか、こ

れ。もう、あきませんねん、解雇します

わと、こういうことが可能なのか。不可

能であれば、とにかくもう頑張らさせて、

もうそこに委託を続けていくしかないん

やというふうなことになるのか、ちょっ

とこの辺がようわからんところで、指定

管理者制度から民間団体に委託するとき

に、例えば施設管理公社みたいにいろん

なものをやってる組織であればわかりま

すけど、これ、センターは多分センター

に雇われてる職員ですよね。だから、移

行すれば、例えば移行したところに、ま

たその人たちを雇ってもらうことにする

のか。これ、実際できるのかということ

があるんですが、その辺だけ見解を教え

ていただきたいと思います。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　保健センターを

指定管理者制度に載せるかどうかという

ことは、かなり内部でも議論いたしまし

た。指定管理者制度で、全く民間と同等

での入札等々には、かなり困難な中身を

含んでいるというふうに原課としても認

識しておりまして、政策推進課等ともか

なり議論を重ねたんですが、現行、半民

間で委託をしているという状況の中で、

では指定管理者制度に載せないという方

向性が見いだせるかという逆説的な検討

をしましたときに、指定管理者制度に載

せないという結論には達さないのではな

いかという結論に達しました。

　そして、先ほどのような答弁になった

わけなんですが、指定管理者制度の目的

そのものが民間と競合させることのみに

目的があるのではなく、今の経営状況の

中で、より内容を濃いものに、そして委

託費等々は少なく、そういう目的もござ

いますので、そこのところを重視しなが

ら先ほどのように今後の、より内容のい

いものを実施していただける方向で指定

管理者制度にのせようという結論に達し

ましたので、実際には５年後に公募をし

ましたときに、今の保健センターに委託

している内容のものをうちがやれますと

いうて手を挙げてくださるところがある

かどうか、そこもかなり疑問には感じて

おります。

　その事態が起こったときには、こちら

の仕様書等に答え得る内容で判断をいた

したいと思っております。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　大変難しいという課題もた

くさんあるように思うんですけど、それ

はもう、この５年間でしっかり整理もし

ていただく中で、今まで、私たちも出資

団体とか関連団体、これについては、しっ

かりとこの改革をしていただきたいとい

うことでは要望してきておりますので、

そういった意味では、しっかりと私たち

見守っていきたいと思いますし、しっか

り確かに効率よくなった、変わったなと

言えるような改革ができるように頑張っ

ていただきたいなと。

　これは、今の保健センターだけではな

くて、例えば児童センターを管理してま

す福祉事業団なんかも同じですけども、

しっかり全体的に見守っていきたいと思

いますので、頑張っていただきたいと思

います。これは要望しておきます。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　はい、上村委員。

○上村委員　今の藤浦委員の質問に関連

する分もあるんですけども、今回、指定

管理者制度が導入されたということで、

地方自治法が変わって、それに伴う事務

手続きで今回、４月に条例改正すると。

　実際、これから煮詰めて１０月ごろに
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指定先を決めていくということで、来年

の予算にはその予算が反映されるという

ことになります。

　この指定管理者導入の目的が、これは

総務省通知でいくと、多様化する住民ニー

ズに、より効果的、効率的に対応するた

め、公の施設の管理に民間の能力を活用

しつつ、住民サービスの向上を図るとと

もに、経費の削減を図ることを目的とす

るという総務省通知があって、これを受

けて摂津市でも今回、条例改正していく

ということであります。

　先ほど保健センターの指定管理者制度

の影響の話がありましたけども、この目

的が先ほどの話で、要は、総務省は最終

的に経費の削減を図ることを目的として

ますよと言っとるんですよね。

　摂津市の場合、これを受けて、今のこ

の中で５年間、先ほど福永参事の話だと

５年間、現状の体制でいって、ただ契約

だけはしていくという話でしたよね。そ

れで、実際経費が削減できるのかなとい

うことと、これは摂津市の考え方を述べ

たのが平成１６年１２月に出されてます

よね。

　この制度導入の方針の第３項目目に円

滑な移行のための考え方ということで、

これも制度を導入するにあたって、今現

在管理している団体に引き続き管理を行

なわせることが適当と判断する施設につ

いては、当該団体を指定管理者とするこ

とを原則としますというふうに書いてる

んですよね。

　だから、現在やってる施設管理公社やっ

たら、施設管理公社にそのまま移行しま

すというふうに書いてるんです。

　いや、別にそれでもいいんですけど、

今回、指定管理者制度にして、門戸を開

いたんですよね。公であろうが、民であ

ろうがいいんです。どっちでもいいんで

すよと。だから、摂津市独占のものを民

にも開放して、民の方も来てくださいと。

別に公であってもいいんで公でも来てく

ださい。

　ただ、安い方、効率的なサービス、市

民に対してそういうサービスができると

ころを摂津市としては決めていきますと

いうことが本論であって、そのことにつ

いて、これ全体的にわたり、指定管理者

制度に伴う条例改正について、これ、だ

れに質問したらいいのかわかりにくいん

ですけども、第２０号について所管して

る課の方に代表して、部長でもいいし、

基本的な考え方のところなんで、そのこ

とについてどう考えておられるのか、一

度、お聞かせ願います。

○川口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　指定管理者制度の

導入につきましては、経費節減が大きな

目標でもあるわけですけれども、それの

有効な手法の１つとして指定管理者制度

というのが考えられておるわけです。

　そして、現在、管理委託を実施してい

る団体に引き続き管理を代行させること

を今、予定してます。あくまで５年間と

いう、５年間というのは法的にはしばら

れておりませんが、余り長いのも問題が

ありますし、余り短いとサービスの提供

や、慣れていただくという部分でも少し

問題があるから、一応なところが５年間

というような方針で、摂津市の場合は定

めております。

　その中で、これにつきましては必ずし

も、すぐに経済的な経費の節減が図れる

かどうかというのは、まだ疑問視されて

おります。しかし、指定管理者制度を導

入するということは、同じサービスなら、

より少ない経費で、そして同じ金額なら、

よりよいサービスが提供できるであろう

という方向を持っております。ですから、
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指定期間は５年としておりますけれども、

５年後、あるいは６年ぐらいになるんで

すけど、その更新時には公募による指定

も想定しております。

　そして、その間に民間事業者等の競争

にも耐え得るような団体に対して経営改

善を促していきたいというふうなのが基

本的な考えでございます。

　それと、先ほどの件なんですけれども、

あと修繕はどうすんねんという部分があっ

たと思うんですけれども、小規模の日々

の維持管理に必要な修繕程度は、これは

もう指定管理の事業者にお願いしますが、

大規模修繕となりますと、やはり市がも

つべきではないかなと考えております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　今、答弁ありましたけども、

今回、指定管理者制度の導入に伴い条例

改正を出されましたけども、あくまでも

僕は経費の削減が図れないと意味がない

と思うんですよね。

　今回、これに伴う条例改正等がたくさ

んありますけども、最終的に経費削減が

図れないと、この意味が全然ないし、別

にしなくてもいいんですよ、これだとね。

　総務省の多分思いは、そういう経費削

減を今回、指定管理者制度を通じて地方

自治体にも経費削減を図る手だてを上げ

たと思うんですよね。それをうまく利用

してもらわないと、５年間だと１９年に

は摂津市は、赤字再建団体と言われてる

ときに５年間もほっといて、いいんです

かというのがね。１年だとわかりますよ。

１年間、こういう体制でいくということ

であればいいんですけども、５年間も今

のままでいくということは、１つも経費

削減は図れないんではないかなという気

もしますし。ただ、１０月に契約します

んで、その時点で契約金額を決めるとい

うことは、削減した金額で決めることで

あれば５年間削減した金額になりますよ

ね。それだと目的を達成するんですけど

も、今、例えば議案第２０号で摂津市斎

場の条例を制定しますよね。この斎場に

かかってる経費というのは、年間幾らか

かってるかという、この契約金額は例え

ば幾らになるんですかということを。も

し、ほかのところも本当は教えてほしい

んですけども、一例として言えば、摂津

市の斎場条例に伴う、今、斎場にかかっ

てる経費は幾らなんですかと。

　それが多分契約金額になりますよね。

それが５年間、ずっと据え置くことにな

りますし、今回、１０月にそういう金額

を下げられるんであれば下げることが目

的を達成することですし、そのことにつ

いてどうでしょうか。斎場条例の今かかっ

とる経費を把握されてるのかどうか、お

聞かせ願います。

○川口委員長　前川参事。

○前川健康推進課参事　今現在、管理運

営委託料で経費を出しておるんですけれ

ども、１５年決算で２，１７３万６，８

５１円が１年間の金額です。

　だから、指定管理者に移行いたしまし

ても、これが基準になると思っておりま

す。だから、ふえることはないと思うん

ですけども、どの程度削減できるかとい

うのは、今現在では、この経費のほとん

どが人件費でございますので、施設管理

公社で従事される方の年齢にもよって変

わってくるかと思うんで、実質は管理委

託経費の範囲内で行なうということでご

ざいますので、ふえることはないと思い

ますので、一応は削減できるとは思いま

す。

○川口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　この指定管理者の

指定に当たりましては、これは行政処分

の一種でありまして、契約ではございま
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せん。したがって、入札の対象とはなら

ないものと考えております。

　ただ、これはいろいろ事業計画とか、

公募しまして事業計画を出していただく

とかいうような時点で我々の方で選定委

員会、また恐らくつくっていくと思いま

すが、その中でこの業者がいいんではな

いかとか、内容的にサービスがいいやな

いかというような、いろいろな判断をし

て議会で決定していただくということに

なりますので、これは今のところ入札の

対象とはならないものと考えております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　我々、非常に僕らも困って

るんですけども、困ってるというか、指

定管理者にする導入目的は、さっき言っ

た総務省が経費の削減をすると、こう言っ

てるんですよね。

　僕は、市民に指定管理者制度は何です

かと聞かれたときに、いや、これをする

と経費が削減するんですよと、できるん

ですよと、こう言わざるを得ないでしょ、

こうなってると。幾ら、どう削減するん

ですかと聞かれたときに、５年間は一緒

です。えっ、それでいいんですかという

ことが多分、今の市民感情というか、大

阪市の問題とか、非常に厳しい状況で答

えられないんですよね。

　だから、そこをきっちり摂津市として

も、この指定管理者制度を導入すること

によって、その総務省通知の達成目標で

ある経費の削減ということを図っていく

方向性を見出してもらわないと、今のま

まだと、これは市民になかなか説明でき

にくいですよね。

　これ、実際にするのは１０月なんで、

１０月の時点でいいんですけども、ただ

１０月まで我々は市民に対して、この指

定管理者制度というものを説明していか

なければ、説明責任があるし、今回、条

例改正がこんだけたくさんあって、この

ことはきっちり市民に報告しなければな

らないですよね。そういったときに、経

費が全然削減できませんということは絶

対言えない話ですし、これは経費削減を

する方向で取り組んでますということを

言わなければならないんですよね。

　そのことをきっちり、方向性を持って

もらわないとだめなんで、そこのところ

の辺の考えをぜひ聞かせていただきたい

ということと、今、特にライブドアとか

ニッポン放送の件で、今、株主という、

株主に対する考え方が大分今までの日本

とアメリカとの違いみたいに、やっぱり

株主優先ということも言われてきてます。

　我々は、やっぱり市民が株主なんです

よ、ある面でいくと。市民に対して、還

元していく方向でないと、この指定管理

者制度は、職員に対して優遇であれば、

これはおかしいんですよ。やっぱり市民

に対して優遇になるような制度なんです

よね、やっぱりこれは、そのことを市民

に還元できるような方法でないと意味が

ないという気がしますんで、そこら辺の

考えをきっちり示していただきたいとい

うのがありますんで、再度、お答え願い

ます。

○川口委員長　前田部長。

○前田生活環境部長　ただいまのご質問

でございますが、平成１５年５月に地方

自治法が改正されまして、指定管理者に

つきまして、いろいろ検討しているわけ

なんですが、１８年４月から指定管理者

を実施させるということで、本来はご質

問がありますように１８年４月から、い

ろんな形で、いろんな委託先を見つけて

価格競争しながら市民サービスを目指す

ということが本来でございますが、この

３年間検討してきましたのは、現在、文

化ホールでいいますと施設管理公社はい
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ろんなところから受託しております。そ

の委託を現在してるところを５年間、一

定継続して委託をお願いしながら市民サー

ビスの向上を図っていくと。当然、おっ

しゃってますように、その中で経費削減、

非常に難しいということがございますが、

例えば施設管理公社でしたら退職された

あとの補充の問題とか、全体の職員の配

置を見直しながら、一定、全体の委託料

が下がっていくようなことを１７年度中

に、その業者と交渉しながら、そうした

ら次、２年目どうなる、３年目はどうな

るという話をしながら、一定、全体の中

で経費削減に向けた努力はしていきたい

というように考えておりますから、５年

間、どないもできませんという意味では

ないというようなご理解をいただきたい

と思います。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　指定管理者制度については、

全庁というか、全部門にわたる話で、僕

は民生常任委員会所管の分だけでお話し

しましたけども、これは全庁にわたるお

話なんで、ぜひ市としての考え方もやっ

ぱりそういう方向に持っていただいて、

そうでないと、さっき言ったように我々

は市民に対して、この指定管理者制度と

いうものの説明が、なかなかできにくい

というか、できやすい状況にぜひしてい

ただきたいということと。

　６月、もう一遍議会がありますんで、

それまでに、きっちりその方向性を示し

ていただきたいなということを要望して

終わります。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　原田委員。

○原田委員　議案第２０号についてご質

問申し上げたいと思います。

　先ほども少し出ておりましたが、摂津

市の斎場条例の制定の件ということで、

指定管理者制度に伴う条例改正を行なう

ということでございますが、先日行なわ

れました委託業者との説明会に５，００

０円、飾りつけの使用料が下がるという

ような内容のご説明があったやに今聞い

たわけでございますが、この条例説明、

あるいは条例を見ますと、別立てで市営

葬儀を使用する場合には５，０００円を

それとしてちょうだいをすると、こうい

うことに分けられたわけでございますが、

そのことについてもう少しご説明をいた

だきたいなと思っております。

　確か、これは市営葬儀条例の方に記載

がされておったのかなというように今思

うんですが、そのご説明をちょっといた

だきたいと思います。

○川口委員長　前川参事。

○前川健康推進課参事　この前の業者の

説明会でやった５，０００円ほど下がる

というのは、この市営葬儀条例じゃなし

に、メモリアルホールの市営葬儀の委託

料のことなんですけれども、実質はメモ

リアルホール、１６万３，５００円、こ

れは飾りつけ使用料でございまして、メ

モリアルホールでやろうと、自宅及び集

会所、その他のところでやろうと、市営

葬儀の委託料としては１６万３，５００

円でございまして、飾りつけ使用料は１

６万３，５００円。

　業者に市営葬儀の委託料として支払う

金額が、自宅及び集会所でされる場合は

１６万３，５００円、市営葬儀の委託料

としてメモリアルホールを使われておる

場合は、市の祭壇をそのまま利用させま

すので、今まではそこから８，０００円

を引いた１５万５，５００円を委託料と

して支払っておりました。

　ところが、今回、この施設も老朽化し

てまいりますし、祭壇等も傷んできます

ので、それの削りとかで昨年もいろいろ
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費用がかかりましたので、このメモリア

ルホールでするときの委託料をさらに５，

５００円削りまして、委託料をメモリア

ルホールについては１５万円にするとい

うことで、その部分をおっしゃっておる

と思うんです。

○川口委員長　原田委員。

○原田委員　そういうような契約の変更

等にあるならば、さきの予算委員会で十

分ご説明をしていただかないと、それで

はこの当初会計で平成１７年度の一般会

計の予算書をいただいて、詳しくは時間

の関係上、細かくは聞かれないとしても、

私、チェックをいたしました１６年度と

委託料の変更は何ら数字的に金額も変わっ

てないわけですね。にもかかわらず、内

容的にそういうことが変わっていという

ことであれば、当然ご説明があってしか

るべきなんですね。

　私たちは委託業者の関係の方も葬儀会

館で会うわけでございますが、そういう

状況になっているという、大変厳しい状

況だというようにも聞いたわけですけれ

ども、委託業者の関係もあるわけですか

ら、そういう説明を、問いただせば教え

ていただけるというふうな状況では、少

しいかがかなというのを感じるわけでご

ざいます。

　先ほど４２号の方で質問せよというこ

とであります。４２号の中には、全然そ

ういうことが書かれておらないというこ

とであります。従前からとってきた方式

は、やはり飾りつけ使用料等については、

委託料として支出行為を行うと、こうい

うことであったわけですが、それについ

て先ほど、傷んでるからということであ

るならば、もう少し考えて、例えば器具

の買いかえをするとか、利用者に対して

の不便性というか、利用者の向上を含め

てやらなきゃならないんじゃないかとい

うようにも感じるわけですけれども、そ

の辺、参事の方からで結構ですから、部

長の方からご答弁いただきたいと思いま

す。

○川口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　今の件につきまし

ては、我々も説明不足だったかなと思っ

ております。今後につきましては、そう

いう部分がありましたら説明をさせてい

ただきます。

○川口委員長　原田委員。

○原田委員　予算審査では、通例、長年

慣行というか、続いてきている予算の執

行状況でありますから、当然、私ども昨

年の数字額と、執行額を、それと、今年

度の予算額も見て、どういう点が変わっ

ておるんだと、こういうことでチェック

して、そしてこれは変わってないんだな

ということで判断を下すわけでございま

す。

　そういう中で、今回の場合については

非常に不十分であるというふうに思いま

す。質問をすれば、そういうところでご

説明をいただけるということであります

けれども、変われば変わったということ

で、いわゆる報告とか、あるいは何らか

の形を示していただかないといけないと

いうふうに感じますので、意見として申

し上げておきたいと思います。

○川口委員長　ほかに、山下委員。

○山下委員　今回提案されている指定管

理者制度、議会の場で論議をするという

のは今回が初めてということになります。

　私ども、この指定管理者制度がいわば

官の仕事を民に移行するということで、

盛んに経費の縮減だとかいうことを言っ

ておりますが、果たして官から民に移行

することで、本当に市民にとってどうな

のかというところが問題だと思うんです。

　いみじくも先ほどの保健センターの議
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論でも出てまいりましたように、従来、

委託しているところに委託するのが望ま

しいというふうな意見を持っておって、

しかも５年後についてもその団体に委託

をしたいと、こういうふうな意向を持っ

ておられるということが、そのあらわれ

ではないかというふうに思うんですね。

　これは、官から民に移行することにつ

いて、何が一体我々問題だというふうに

感じているかというと、それは公的サー

ビス、公共のサービスというのは、多く

は人的サービスによるところが多いんで

すね。つまり人件費の多寡なんですよ、

多い少ないなんですよ。そういうことか

ら考えますと、このサービスの低下をも

たらさず、よくするということが可能か

どうかです。これは、もういろんなとこ

ろで言われておりますけれども、やはり

経験の蓄積だとか、専門性だとか、そう

いうことが大きい問題になるでしょう。

　あるいは、これまでその施設を運営し

てきたという実績ですね。こういうこと

も重要な視点にならなければならないと

思うんですけど、こういう点で、１つは

先ほどから言っておられる、総務省は確

かに複数による公募が原則というふうに

言ってますけれども、公募というのは法

では定められていないんですね。ここを

しっかり着目する必要があるんではない

かと。

　つまり、指定管理者を選定するという

ことは、これは行なわれなければなりま

せん。しかし、その選定は例えば住民が

平等に利用できるとか、コストが削減で

きるとか、人的、物的能力の視点から検

討が行なわれるべきだというふうに言っ

ているわけですが、しかし公募の法的義

務づけはありませんね。確認しておきた

いんですが。

　つまり、公的な責任を守っていくとか、

あるいは雇用問題、先ほども出ておりま

したけども、雇用問題に対処するという

ことになれば、これまで管理委託をして

受けてきた実績を評価した選定を行なう

ということも大きな課題ではないのかと

思うんですね。そういう点で今回、５年

間にわたっては従来の管理委託をしておっ

た団体に、それを踏襲させようというの

は、これはもっともなことだし、あるい

は５年後について新たに選定する場合に

も、そういう業者の選定、実績を評価す

るという選定の仕組みということは非常

に大事だというふうに思うんですが、こ

の点はいかがでしょうか。

　また、管理者を選定するにあたって、

利用者やとか、住民だとか、あるいは専

門家、例えば弁護士などの専門家という

ふうな人たちの参加を求めるということ

が当然だと思うんですが、５年後の課題

になりますでしょうけれども、こういう

点はどうお考えでしょうか。

　それから、条文上でそういう点で私、

幾つかの問題というか、感じるわけであ

りますけれども、例えばどの条例にも大

体ほとんどうたわれておりますけれども、

今さっき言われておった、ここには申請

者が当然あるものとしてうたっているん

ですが、申請がある場合だとか、あるい

は審査した結果、適当と思われるような

団体がないという場合には、市が、設置

者が管理するというふうなことも起こり

得るのではないかと。先ほども出てくる

かどうかということもありましたから、

そういう点も問題であろうと思います。

　それから、経費の縮減ということもだ

いたいどこでもうたわれておりますけれ

ども、しかしこの経費の縮減が図られる

ということは、必ずしもこれはサービス

の向上につながるか。あるいは市民の平

等の利用だとか、こういうものにつなが
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るかというと、そういうことが保証され

ないということであれば、このことは第

一に掲げるべきことだというふうにいう

ことができると思うんですが、これはい

かがでしょうか。

　それから、安定して物的、人的能力を

有するものであるということをうたって

いるんですが、そのためにはそれぞれの

事業にかかわる活動の実績、先ほどから

も言ってますが、専門性や技術、人材な

どの蓄積が確保されたものであると、確

保されるものであるということが必要な

んではないかと、こういう点も明確には

うたっておりませんが、そういうことか

ら考えるということも選定をする場合、

重要なことなんで、これは条例上、問題

にするとすれば、そういうこともやって

おくことは必要なんではないかというふ

うに思うんですが、いかがでしょうか。

　それから、こういうことが確保される

ように、例えば労働基準法などの関係法

令を遵守すると。職員については、正規

常勤雇用を基本として、その業務を担う

にふさわしい賃金や労働条件を確保する

ということも、これはやられないと、先

ほどからも言ってますように、官と民と

の違いは一番何か、大きな問題かといえ

ば、やはり人件費なんですね。その人件

費を削減するというのは、一体どういう

ことによってかといえば、それは常勤、

非常勤、こういう正規雇用であるとか、

臨時的な雇用であるとか、こういうこと

によって、その業務の専門性、あるいは

技術などが受け継いでいかれないという

可能性もあるんですね。こういうことに

なったら何のための公的サービスかと言

わなければなりませんから、この点でこ

ういう点も、いいやそんなことは当然だ

とおっしゃるかもしれませんけれども、

世の企業の多くの中には、いまだにサー

ビス残業といわれる労基法を違反するよ

うな雇用の形態もまかり通っております。

　毎回、裁判になったり、あるいは男女

平等の問題でも、つい先ごろでも裁判に

なったりしているということから考える

と、民間の企業がこういう関係法令を遵

守していると言い難い場面も多々あると

いうようなことに関連して、こういうこ

とが起こるのではないかと。

　それから、ここにうたわれてない問題

として、例えば市長や当該市の議員など、

あるいはその家族の経営する会社は指定

管理者の申請はできないというふうなこ

とは特にうたわれておりません。こうい

うことは明記する必要があるんじゃない

かと思うんですね。あるいは、それは選

定上とか、あるいは運用上、そういうこ

とはきちんと確保されているのかどうか。

そういう大事なことは、うたわれてない

んですね。これは、いかがでしょうか。

　そして、これらの選定に当たって、あ

るいはそれらの運営の内容について、情

報公開をする仕組みというものは、これ

は大事だと思うんですけれども、この点

はいかがでしょうか。そういう点、お聞

きしておきたいと思います。

○川口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　まず、指定管理者

制度がどういうふうに変わっていくかと

いう、まず前提なんですけれども、今回

の指定管理者制度は、従来の管理委託制

度と比べますと、指定管理者に施設の使

用権限を与えることによって、より実態

に合わせた管理運営が可能になることや、

民間事業者等の発想やノウハウの活用に

よって施設機能の向上が期待できるであ

ろうと。そして、業者及び設置者双方に

とってメリットが見込まれるというよう

な形で、こういう制度が導入されたと思っ

ております。
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　また、指定管理者制度につきましては、

現在の管理委託制度と比べまして、条例

に指定の手続きや管理の基準、業務の範

囲を定めることにより、公平性、透明性

が担保されるなど、市民への説明責任が

果たしやすい仕組みになっているという

ように考えております。

　それと、経費の削減につきましては、

なるほど人件費の部分が多いかと思いま

すが、先ほどもちょっと申しましたけれ

ども、指定管理者制度導入は同じサービ

スなら少ない経費で、同じ金額なら、よ

りよいサービスが提供できることを目的

としておりまして、指定を行なう団体に

は事前に十分、その旨の理解を求めてい

きたいと思っております。

　そして、公募という形は、今のところ

は難しいと思っておりますが、指定期間

は５年としておりまして、その更新時に

は公募による指定も想定しておりまして、

民間事業者との競争にも耐え得るよう団

体に対して経営改善を促していきたいと

思っております。

　それと、それを指定管理者がどのよう

な団体が入ってこられるのかという部分

につきましては、当然、我々としまして

は、実績があって、その事業が継続して

サービス提供できると、確保できるよう

な団体から選んでいきたいなというよう

に思っております。

　それと、実際にその場で働く人間の労

働者、我々と一緒なんですけど、労働者

でも、やはり我々は一番、そこのところ

がやっぱり気になります。当然、人件費、

労働条件、これがある程度、一定、その

事業計画の中でも出てくると思いますの

で、それを見ながら、その事業者の労働

条件が一定、保たれてるかどうかという

のは、見ていく必要もあるかと思ってお

ります。

　例えば、施設に民間が入ってくる。そ

の中で１、２年はそのままで、あと３、

４年後には大きく変わっているようでは、

我々としてもやはり、その指定管理者制

度を決定したといいます市も、やはり経

緯も見ていかないけませんので、そのあ

たりもそういうふうな労働条件がおかし

くならないような形で見守っていきたい

と思っております。

　申請者が市長、あるいは議員がされる

ということも禁止はされておりませんが、

それにつきましては今後、どういう形で

決まっていくかわかりませんが、規則な

どでそういう部分で決めていく必要もあ

るのではないかなと思っております。

○川口委員長　情報公開のところ、先ほ

ど透明性、公平性が担保されるというふ

うにおっしゃったんですけれども、審査、

申請をするときに適当な団体がない場合、

市が選定するであろうが問題はないのか

というところとか、ちょっと答弁、漏れ

てると思うんですけれども。

　それから、住民の参加ですね。管理者

を選定するに当たり、これ、住民のいろ

いろな参加をどういうふうにしていくの

かというところなんですが、もう少し、

説明いただきたいなと思うんですが。堀

口部長。

○堀口保健福祉部長　選定する際に住民

参加ということでございますが、これか

ら選定委員会というのを設けていくわけ

ですが、その中でどういう形で、まだ決

まっておりませんので、どういう形で選

定委員会を設置していくのかということ

も含めて検討していきたいと思っており

ます。

　そして、情報公開、先ほど言いました

が透明性があると言いましたが、例えば

指定管理者制度の導入に当たって、この

事業者にはこういうこと、こういうこと
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をしていただきますよと、はっきりとし

た記載ができる方法を取っていきたいと

考えております。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　極めて不十分な答弁なんで

すが、何でそういうことになるかという

と、これは摂津市で指定管理者制度とい

うものをやらねばならないと、これは非

常にいい制度だというふうに思ってるか

ということですよ。これが問題。

　政府が提案して、総務省の方が提案し

て、国会で決めてきたというんですけど

も、地方自治の本旨からして、そうした

ことも含めて自治体がいろいろ判断でき

るようにするというのが大事なことなん

じゃないでしょうか。

　私は、今聞いていますと、これはええ

法律なんだと、政府のやることは何でも

いいんだというような立場に自治体が立っ

たら、これはおかしいと。今の三位一体

改革でも、地方六団体では、ものをいろ

いろ言うてるじゃないですか。そんなお

かしなことはないと、いろいろ言うてる

んですね。

　今回のこういう指定管理者制度につい

ても、自治体が望んでるのか、望んでな

いのか、そういうことはおかまいなしに、

地方自治体の運営の、そういう中身まで

いろいろとものを言ってくると。それが、

これまで築き上げてきた地方自治の本旨

を大きく阻害するという恐れもないわけ

じゃないと。こういうときに、いや、こ

の制度、特に問題ありませんという立場

で対処するかどうかということが問題だ

と。その際に、私は官と民の間で、先ほ

どおっしゃった、同じサービスなら、よ

り安くと。同じ値段なら、よりよいサー

ビスだと、こういうことを目指してると。

　そら、目指すのはそうなんですが、し

かし、そうは必ずしもならないと。なぜ

か、民間の事業者が事業を行なう場合は

利潤追求ということが第一であります。

　先ほど、株主の話もありましたが、株

主は損を出すような事業に投資をするわ

けではないんですよね。そういうことが

あったら、経営者は責任追求されますよ。

利潤追求というのが、第一なんです。公

的なサービスを担うという住民の福祉の

増進が第一じゃないんです。だからこそ、

これまでの管理委託についても、かなり

限定的に、いろいろやってきたはずです

よ、管理委託する場合にはですね。

　そういうことから考えると、今回の指

定管理者制度というのが、細部がいろい

ろ言われてない問題もあったり、例えば

政令市なんかでは、そんなん言うたかっ

て、もう、私とこは私とこでやる言うて、

指定管理者の公募などは行なわずに、こ

れまでやってきた団体を指定管理者とし

て定めると。公募をしないと決めている

というところも多くあります。

　そういうことで言うならば民間の事業

者がサービスを行なった上で、まだ利潤

を上げなければならないというのは、こ

れは競争原理からしたら大変厳しいとこ

ろですよ。

　これまで管理委託を行なってきたとこ

ろ、施設管理公社などについて、もうけ

を上げるということが至上命令かという

と、そうじゃありませんね。

　指標は、経営上、財政上の問題から言

えば、収支とんとんというのが望ましい

形態ですよね。民間の事業者は、それで

はだめなんですよ。利潤を生み出さなけ

ればならないと。その利潤のもとになる

のは何か、これは市から出される管理委

託料であり、あるいは利用者からの使用

料や手数料、利用料なんですね。

　そういうことを原資としてしかやれな

いんですよ。そうすると、今までのサー

－�16�－



ビスだけではいかんということで、いろ

んなサービスやろうと、そういうことも

自由にしようじゃないかというんですね。

　そういうことは、行政の及ばん範囲に

なってしまうんですよね。行政は、委託

した範囲だけのことをやっておればいい

というわけで、そういう基本的な問題が

ありはしないかと思ってるんですよ。

　しかし、私はその上に立って、今回、

本市がそういう状況もある中で、あえて

公募ということでなくて、５年間は体制

を維持するといったことは、それなりに

大きな意味を持っているということで、

それは評価してるんですよ。しかし、５

年たった後に、そういうことが担保され

るかと。さっき言ったような専門性だと

か、技術、あるいは人材だとか、そうい

うことで本当に備わっているかどうかと。

あるいは、公平性の確保だとか、例えば

貸し館業務など、借りに来た団体にノー

と拒んではいけないんですね。

　そやけど、これ、実際にあることです

が、我が党が集会をやると。貸し館業務

で当然、申し込むと。しかし、右翼団体

が来て妨害をしようとする。そういうと

きに安全性が確保できないからといって

使用を断った例もあるんですね。公的施

設の問題ですけども、そういうときにど

ういうことになったかと言うたら、これ

は市を相手取ってものをいうことできま

すよ、裁判だって。そういうことを拒ん

ではならないということがあるんですね。

そういう公平性というか、そういう公平

性を民間が維持できますかと。例えば。

これ、現実に例があったんですよ。摂津

市でもありましたよね。ご存じありませ

んか。貸す貸さないということで問題に

なったことがありましたよ。

　そういうときに、頑として公平性を守

らなあかんのですよ。体張っても守らな

あかんのですよ。そういうことも含めて、

公平性というのは非常に重いものなんで

すよ。いや、大丈夫ですと、言い切れま

すか。

　指定管理者は、正当な理由がない限り、

施設の利用を拒んではならないと。だい

だい、うたわれてますよね。こういうこ

と、本当にできるのかと。そうした点は、

いかがでしょうか。

　それから、指定管理者の選定する委員

会に、住民や利用代表を入れるというの

は、今後の指定に当たっては大事なこと

なんではないかというふうに思うんです

が、その辺をこれから検討していくとい

うふうにおっしゃいましたけど、大体、

住民参加いうて、それを否定するような

自治体なんてないでしょう。そやけど、

それはいかに保証していくかと、大事な

問題でしょう。

　今当面は、５年間そういうことでいき

ますから問題はありません。それは１つ

の答えですよ。しかし、５年後には、そ

うは、この条例上は何も書いてないので

すから、この５年後の問題としては、そ

ういうときには、やっぱりこれ、出発す

るわけですから、これ、離れたら、これ

はもう条例が、条例文が、これが唯一の

拠り所になるんですよ。

　今まで、いろいろあれこれ言うとって

も、これが基準になるんですよ。そういっ

た意味では、そういうことも明記するこ

とが必要なんではないかと。いや、規則

でというふうなことかもしれませんけれ

ども、先ほどの請負問題にしても同じで

ありますけれども、指定管理者になるこ

ともできないというか、そういう規定も

規則なんかでいいのかなというような気

もするんですがいかがでしょうか。

○川口委員長　前田部長。

○前田生活環境部長　指定管理者制度に
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つきましては、現在のところ各地方公共

団体の取り組みが、今のところは豊富で

はございません。具体的な実施に当たっ

ていくとなりますと、今後、試行錯誤を

重ねることになるというふうに思います。

　ただ、今後の指定管理者制度の導入に

際しましては、いろんな留意点や準備内

容等、検討すべき項目を整理しながらま

とめていかないかんというふうに考えて

おります。

　ただ、ご質問のように、本当に地方自

治法にうたっておりますような目的、住

民サービスを民間のノウハウを使ってい

ただいて向上していくという目的がござ

いますので、その方向は当然、私ども求

めていかないかんというふうに思ってお

ります。

　それから、ございますように経費削減

をしながら市民サービスの向上はあり得

ないというご意見でございますが、これ

もやはり私どもは経費削減をしながら、

どのような市民サービスの向上ができる

のかということも追求していかないかん

というふうにも考えております。

　また、公平性の問題につきましても、

一定、各施設には使用基準であるとか、

取り扱い基準は設けておりますから、そ

れを守って取り扱いしていただくという

ふうなことも当然ございます。

　それから、経費の面につきましても、

この地方自治法の指定管理者では、最終

的には市民からいただく使用料等、指定

管理者の歳入にして、経営していただく

ということでございますが、これも本市

は今のところ、市民からいただく使用料

は市の歳入にして、要る経費は委託業者

に渡していこうということも、今のとこ

ろなっております。これにつきましても、

今後どうあるべきかというふうに検討さ

れていくように思います。

　それから、受託事業所の労働基準法の

遵守でございますが、これも選考基準の

中には運営をする団体の法令遵守という

ことを確認もさせていただくようにも考

えております。

　全体のことを申しますと、全庁的に指

定管理者、今後この５年間、現在の委託

先にお願いしますが、１８年度から具体

的な方針を出さないきませんので、余り

時間はございませんが、１７年度中に議

会に指定のお示しができる、また、その

ときにはこういう基準ですよとお示しで

きるよう努力を重ねていきたいと考えて

おります。

　くどいようですが、経費を削減しなが

ら市民サービスの向上を私どもは追求し

ていきたいというふうに考えております。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　当然のことでありますけれ

ども、私は、経費は多ければ多いほどよ

いというようなことを言ってるわけじゃ

ないんですよ。もちろん経費の節減に努

めると。

　しかし、官と民の間で決定的に違いは

何かということは、先ほど言ったとおり

なんですよ。利潤を生まなければならな

い、それから労働条件については、これ

は地方公務員と民間の事業者との賃金の

違いと、ただそういったものだけではな

くて、いわゆる正規でない雇用、パート

であるとか、派遣であるとか、いろんな

形態が今、横行してるわけですよ。

　そういう状態に依存して、その人件費

分の差を出していくという、これは民間

同士では同じだから、ここは勝負になら

ないんですね。だから、それ勝負しよう

と思ったら、それはサービスの向上とか、

同じ経費でも、そら、図らなあかんとい

う競争原理が働くのは、そうです。

　しかし、出発点においては、そこのと
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ころの土台が違うんだということを私は

申し上げておるんです。

　不安定雇用を原則にしているところか、

正規雇用をやっているところか、そうい

うことによってサービスの違いがないと

いうふうにおっしゃるのかと、そういう

大きな点を言ってるわけです。

　官でやれ、民でやれ、経費節減を図る

のは当然だといえばそうですけども、た

だ経費の縮減が最大の目的というふうに

言うと、これは大きく間違うと。やっぱ

り、地方自治の本旨は住民福祉の増進に

ありますから、そういうところに照らし

て、それに応えるものになってるかどう

かということが基本だと思うんで、今後

の運営に当たってそういうところでいく

と。そのために、いろんな、先ほど言い

ましたような、例えばこれまでの安定し

て事業が行なわれるために、これまで蓄

積してきた経験なども十分に反映させる

ということも大きな要素として評価をし

ていくということも大事なんで、そうい

うことを申し上げて終わりたいと思いま

す。

　指定管理者制度、そのものについては

わが党は反対でありますけれども、しか

し本市が今回の指定管理者制度導入に当

たって、これまでの経緯を評価して、経

験や専門性や人材、いろんな面で従来の

指定管理者を当面は指定したと。しかし、

今後に当たっては、今申し上げましたこ

とを基本に行なっていただくことを要望

して終わります。

○川口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時２２分　休憩）

（午前１１時２３分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　議案第７号の審査を行ないます。本件

については補足説明を省略し、質疑に入

ります。藤浦委員。

○藤浦委員　過去にもご質問が出て、ご

答弁されてますけれども、この摂津市内

の事業所の実態というんですか、その辺

のことで平成１３年度時点でのことが以

前には答弁されてましたが、短期労働者

を雇われている、そういう事業所の割合

は、当時は２２．９％ということでした

が、それが平成１２年３月では、いろい

ろ調査をされてて、中小企業事業所の経

営に関する調査というのをされているん

ですけど、そんなんでいろいろ数字的な

お示しがあったんですが、もう少し、近

年でその同じような調査をされているの

かどうか教えてください。

　それで、今回の予算で加入の予測をさ

れておりますけども、まず一番直近の調

査等で短期労働者を抱えられている市内

の業者の実態、割合で結構です。わかれ

ばね。

　それから、その中で、短期労働者を雇

われている実態の中で、今回のパートタ

イマーの退職金制度、摂津市がやってる

分に加入されている予測、加入されてい

る率、これも何パーセントかわかれば。

　それから、また国の中退共というのが

ありまして、こういう共済制度に加入さ

れている率も調べられているのであれば、

この率と。

　それから、また商工連合会が退職金制

度を設けてますけども、この辺で加入さ

れてる率で実態を把握されているのであ

ればお教えを願いたいなということでお

願いします。

　それと、あわせて数字的に、毎回聞い

てますが、加入されてる数、パートタイ

ム、退職金制度に加入されてる数、直近
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の分で、あわせてお示しをお願いします。

○川口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　市内の中小企

業の実態と加入の状況、それと中退共な

りの実態状況のお尋ねですが、私どもに

つきましては平成１２年３月、経営実態

調査ということで、中小企業の実態とい

うことで調査し、その結果につきまして

は二十数％、短期労働者を加入してる実

態は把握しておりますが、その後につき

ましては、具体的に調査については、正

直言いましてやっていません。

　ただ、実態調査の中には、平成１５年、

製造業の実態調査なりをやっております

が、ほとんどが中小、零細、市内の実態

調査の中で大変な状況であるかというよ

うには考えております。

　それと、具体的な私どもの加入の状況

ですが、平成１６年２月１日、１６年度、

５４事業所、２９８名です。被共済者が

２９８名ということで、過去の統計から

ずっと推移しますと、当初が２５事業所、

被共済者が１２６名、昭和６０年です。

ピークにつきましては、事業所について

は平成２年の７６事業所。それと、被共

済者については、平成８年度６３０名と

いうような推移の中で、現在につきまし

ては厳しい状況の中で、年々、加入事業

所、加入者数も減少しておるというよう

な状況です。

　特に、平成１６年度の事業所５４、被

共済者２９８名、を分析してみますと、

平均１事業所５．５１人です。

　それと、５８名が最大です。それと、

１人加入企業者については２１というよ

うな状況であります。

　それと、中退共の関係ですが、ご存じ

のとおり、中退共につきましては、私も

調べた結果につきましては、平成１７年

１月現在に加入企業が３８万９，４０７

事業所ですか。加入者が２６６万３，５

４４名。運用資産が約３億円というよう

な状況の中で運営されていることについ

ては承知しておりますが、市内の企業が

どれぐらい加入しているか、実態につい

てはつかんでおりません。

　また、同じく商工会等がやっておりま

す中退共の関係につきましては、実態に

ついては、やっている分については承知

しておりますが、加入状況については把

握してない。そういうような状況であり

ます。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　一昨年の答弁と同じ数字を

言われたんですが、具体的に実態調査を

されてないということでしたので、多分、

これも大分前、もうそれこそ４年ぐらい

前の話なんで、大分様変わりも進んでいっ

てる。よく進んでいってるのか悪く進ん

でいってるのかというのはあるわけです

けど、余りよく進んでいってないような

気がするんですね。

　事業所の加入、こちらは本市の制度の

加入実績もだんだん減ってきているとい

うふうな実態があると思いますし、恐ら

く短期労働者、パート労働者の利用され

ている事業所は、逆にふえていってるん

だろうと思うんですね。そういう事態に、

ふえていってるにもかかわらず、なかな

か、ほかの制度に、いや中退共に入られ

てますわとか、商工連合会のやってる制

度に入ってはりますよということが、ま

たわかれば、これは市内全体の短期労働

者については、そういう救済措置という

んですか、そういう部分については一定

向上されていってるというように見るわ

けですけど、それもちょっとわからない

ということですので、１回、ちょっとど

こかの時点で、そういった調査を一遍し

ていただきたいなということがあります
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し、これは要望しておきますけど。

　それから、このパートタイムの加入に

ついても、私自身はとにかく加入率をふ

やすための努力をしてくださいと、去年

の当初予算のときにも申しましたし、毎

回、言うてる。反対に言うと、これしか

言うてないんですよね。

　だから、努力していただいているのか

もしれませんが、なかなかその努力の結

果が出てこないというとこら辺に非常に

いらだちを感じるわけですけど、今まで

と同じような努力だけじゃなくて、さら

に工夫を凝らしながら有効にこの制度を

利用していただけるような、拡大をする

ための知恵を絞っていただいて努力をし

ていただくことを、これも要望しておき

ますのでお願いいたします。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　山下委員。

○山下委員　パート等退職金共済のいず

れかの条例改正でしたか、基金を取り崩

して充てていくということで、この制度

がいずれは、それが枯渇すれば維持でき

なくなるというような制度になるという

ことだと思うんですけども、これまでの

状況では、基金が生み出す利息等によっ

て、それと掛金とで十分賄っていけると

いうことだったんですが、こういう点か

ら、この状況でいきますと、一体どのぐ

らい、この制度が維持できるのかという

ふうな見通しを持っておられますか、お

聞きしておきたいと思います。

○川口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　制度の存続に

ついてのお尋ねについてお答えさせてい

ただきますが、大変難しい質問ですが、

過去から見ますと、当初５．７％で運用

利率、運営です。しかしながら平成５年

になっての市中の金利が低金利にという

ことで、平成１２年８月１日に３％、平

成１５年８月１日に１％、それぞれ配当

利率、運用利率を下げながら運用してき

ておりますが、しかしながら今日の低金

利が続く中で、一般会計からの持ち出し、

これも平成１２年度から実施して、現在

までに４，１６４万５，９６５円の繰り

出しというんですか、平成１５年末まで

のトータルといたしまして、事務費、被

退職金合わせまして４，１６４万５，９

６５円の繰り出しを行なっております。

　こういう状況について、今日の低金利

が続く中で、やはり持ち出しは当面続く

だろうというような推測をしております。

こういう中で財政的に、どれくらいもつ

のかという１つの課題がありますんで、

これを配慮した中でどれぐらい続くかに

ついては大変難しい予測でありますが、

できるだけ長く、制度が存続する。

　先ほども藤浦委員がおっしゃいました

とおり、パートタイマーについては年々

多くなる。そういう状況も加味し、それ

と財政状況を加味しながら、一定の判断

が必要になろうかというふうに考えてお

ります。

○川口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時３６分　休憩）

（午前１１時３７分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　続いて、議案第２４号所管分及び議案

第４７号の審査を行ないます。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。藤浦委員。

○藤浦委員　４７号の分ですが、福祉会

館の分は何回も代表質問でも取り上げて

おりましたので、福祉会館は代替措置も

いろいろ考えられて、ふれあいルームと
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いうことで進められていくと。

　ただ、建て替えについては南千里丘と

の関係で今後、検討されていくというこ

とについては、決まっていますというこ

となんですが、附属してる体育館があり

ましたね、これ。

　もともとは、この福祉館条例の中に入っ

てたんです、この体育館の分が。この扱

いは、ここまで聞けるのかどうかわかり

ませんが、これ、大場次長のところが所

管されてましたね、１７年度は。

　それで、これが今後多分、教育委員会

の方に所管が変わるんだろうと思うんで

すが、その辺と。

　それから、これはもしお答えできるの

であれば、体育館についての存続につい

てお答えできるのであれば答えてくださ

い。

○川口委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　体育館につきま

しては、平成１８年４月以降に教育委員

会の方に移管を予定しております。来年

度につきましては、予算も含めて自治振

興課が所管しております。

　体育館存続につきましては、今現在、

私ども特に取り壊すとか、残すとか、特

に議論は聞いておりませんので、現在の

ところ、まだ何とも答えられません。以

上でございます。

○川口委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時４０分　休憩）

（午前１１時４５分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　助役の方から答弁をお願いしたいと思

います。小野助役。

○小野助役　現在の福祉会館に附属して

おります体育館につきましては、過去か

ら議会、また委員会等でも若干議論をさ

せていただいた経過はあると思いますが、

現在の体育館につきましては耐震的には、

いわゆるまだ使用に耐えられるという考

え方で処理をしていくということでござ

います。

　若干、継ぎ場のところから落ちたとか

いうようなことがございましたが、あれ

も補修いたしまして、基本的には大規模

な改造をせずして市民利用に供せられる

ということで、１７年度いっぱいは福祉

会館に附属する市民体育館として、それ

から１８年度以降は市教育委員会の所管

の体育館として一本化するという形で利

用に供してもらうという考え方を持って

おります。

　それで、今後の見通しにつきましては、

現在、南千里丘の検証プロジェクトでさ

せておりますけども、南千里丘開発にか

かわって、いろんな要素があるんですが、

公共施設の配置計画、また資金計画等々

を考えたときに、現在の会館用地そのも

のを南千里丘の構想の中に組み込む。ま

た、財源手当の形として公共施設の手当

としてのものをやる。また、現在の会館

用地を将来的に売却するにしても、余り

南千里丘構想との整合性が保てないよう

な売却も、これは問題があるだろうと。

そうしたときに、一体化したまちづくり、

そして平成２２年まで非常に厳しい財政

状況の中でのまちづくり。いわゆる２３

年以降に平準化した支出負担ということ

になるにしても、そういう起債等の問題

もございますから、そういったことを十

分検証チームの中で、いろんな想定をす

る中で、そのまとまりが、この秋ごろに

と申し上げてまいりましたが、そういう

ことも指示いたしておりまして、それを

十分、例えばＡ案、Ｂ案、Ｃ案というよ

うな形になると思いますが、そういうこ

との中で一番、市民にとってベターな形

はどうかということを検証する。また、

それを十分市議会と協議を事前にさせて
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いただくと、そういった考え方の中で、

この体育館の処理をいかにするかという

トータルでもってご議論の中にさせてい

ただきたいなと思っているのが今の現状

でございます。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　市民も非常に福祉会館につ

いては、閉館という方向性が打ち出され

て、じゃあ体育館はどうなるのというの

が、やっぱり市民の皆さんの疑問という

んですか、関心というか。私たちもどう

されるのかというのは、非常に思ってま

して、今、１８年度以降は教育委員会が

所管をしてということで、存続していく

ということになりますが、じゃあ福祉会

館を壊すのは、いつ壊すんだという話。

　それから、同じ壊すんであれば、一緒

に解体をした方が費用は当然、安価にあ

がってくるだろうというようなこともあ

りますので、今後いろいろ検討されてい

く中で、随時、またお示しをしていただ

く中で、私たちもしっかり、そのことに

ついては注目をしながらいきたいなと、

こういうように思います。そういうこと

で、要望も特にありませんが、しっかり

と検討していただくということを要望し

ておきたいと思います。

○川口委員長　引き続き、質疑のあるか

た。はい、上村委員。

○上村委員　そうしたら、私の方から細

かい点で、福祉会館が廃止されるという

ことになりますと、あそこの受付、今、

受付してるフロア、受付室がありますよ

ね、あれはどこに行くことになるのかと

いうことと。

　あと、警備員の詰所がありますよね。

あれは、どこに行くのかなと。

　ふれあいルームの方に、その機能が移

管するのかということをまずお尋ねした

いと思います。

　それともう１点は、今回、福祉会館は

廃止にすると。これは耐震診断した結果、

東南海地震の大規模地震にはもたないと

いうことで、その機能をふれあいルーム

に移管するということです。今、助役の

方から、将来的には南千里丘駅構想の中

にも埋め込んでいきたいという話があり

ました。ただ、先般の本会議の中でも我々

の会派の方から、この公共施設のあり方

というものの見直しをぜひしてほしいと

いうことの中で、この福祉会館という名

前は消えてしまうんですよね、これでね。

　ふれあいルームに名前が変わってしま

うし、そういう福祉のセンター機能は、

南千里丘にも今回そういう、埋め込むと

いう話ですけども、鳥飼地区等々にも、

安威川以南といいますか、そういう機能

もどうかなということで検討していくと

いう市長の答弁もありましたけれども、

そのことについても、もう一度、お聞か

せ願いたいというふうに思ってます。

○川口委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　受付室が福祉会

館にございますが、受付イコール事務所

にもなっておりますので、それについて

はふれあいルームの方の保育所の事務室

に受付は移転いたします。

　警備室につきましては、ちょうど玄関

の前にありますが、それは特に建物自身

は問題はないということを聞いてますの

で、警備員さんはそこに、そのままいて

いただくと。

　事務所が向こうに移転しますんで、市

民の方が来られたときの対応として、だ

れか職員なりが警備員室に詰めようかな

というふうに考えております。

○川口委員長　小野助役。

○小野助役　過日の本会議の代表質問の

中で市長の方からご答弁、若干申し上げ

ておりますように、確か市長は、その安
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威川以南にもそういうコミュニティ的な

ものが必要というふうに認識をしておる

というようなことを答えたと思います。

　それで、今回の検証チームの中にも、

この問題についての一定の考え方の整理

は指示いたしております。

　それで、２つの流れがあると思います。

今までのように市のシンボル的な施設を

１か所求めていくという従来の方式でい

くのか。いわゆる少子・高齢社会の中で

地域、地域で一定のつどう、にぎわう、

いこうというような場所をつくっていく

ようにするかと。

　私は、流れとしては後者の方も相当で

きてるように思っております。ですから、

そういうシンボル的な施設の整備という

考え方と、もう１つは機能分担という考

え方の中で、会館をシンボル的にはしな

くても、そういう考え方のとり方もでき

るんではないかと。この点も検証するよ

うに指示いたしております。

　いずれにいたしましても、従前から以

北に公共施設群、また駅等が集中をして

おるという状況と、以南にそういう公共

施設的なものが少ないということは、こ

れは事実でございますから、公共施設の

配備そのものは、いかにということにつ

きましても検証チームの中で十分議論を

させた上で、できるできないは別といた

しまして、やるならこういう方法である

というようなことも含めまして、十分事

前に市議会と協議をさせていただきたい

なというふうに思っております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　まず１点目の事務所の件で

すけども、ふれあいルームに事務所が移

るということで、警備員はこっちに残る

ということであります。現場が若干、文

化ホールの受付も、ふれあいルームで体

育館の受付もふれあいルームでというこ

とになりますよね。だから、現場と若干

離れる部分もありますし、また警備員も、

これだとふれあいルームも警備して、文

化ホールも警備して、体育館も警備する

という格好になるんですよね、実際。だ

から、若干場所が離れたりしますんで、

そこらきっちり市民に迷惑がかからない

ような形で、ぜひお願いしたいなと思っ

てます。

　あと、福祉会館の名前が消えるという

ことで、公共施設のあり方ということで、

今、話がありましたけども、ぜひこのプ

ロジェクトチームの中で検討いただいて、

その公共施設を安威川以南ということも

十分視野に入れて、ぜひ前向きに取り組

んでいただきたいということと、今回、

福祉会館がなくなるということでは、皆

さん、致し方ないということ、市民合意

も大分得てきたんではないかなと思って

ますんで、ただ代替がきっちり、ふれあ

いルームに今回、移行しますけども、そ

のことで市民に対して苦情が出ないよう

に、きっちり対応していただきたいとい

うふうに要望しておきたいと思います。

○川口委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時５６分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○川口委員長　再開いたします。引き続

き、質疑を行ないます。山下委員。

○山下委員　議案第２４号の重要な公の

施設に関する条例の一部改正の件で、所

管分に当たります環境センターについて、

これを廃止するということになった提案

理由の説明の中で、これが公の重要な施

設に当たらないというふうに説明でおっ

しゃったんでありますが、突然、今回に

なって重要でないということになったの

かどうか。一体、何がそうさせたのか。

特に、指定管理者制度の関係であそこに

重要な公の施設から環境センターを外す
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ことになったのかお答えいただきたいと

思います。

○川口委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　環境センター

につきまして、公の施設とは住民の福祉

を増進する目的を持って、その利用に供

するために普通地方公共団体が設ける施

設を言い、その設置及び管理については

条例で定めることとされております。

　環境センターは、もっぱら廃棄物の焼

却及び処分を目的とした行政財産として

位置づけられるもので、地方自治法に基

づく環境センターの設置条例も制定され

ておりませんので、公の施設ではありま

せんので、今回、是正させていただくも

のでございます。

　今般、地方自治法の改正により、公の

施設について指定管理者制度に移行する

か、市の直営とするかを検討する中で本

条例に不備のあることがわかりましたの

で、改めさせていただくものでございま

す。これまで長期、この辺のところに気

づかなかったことにつきまして反省し、

おわび申し上げます。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　結構です。

○川口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩いたします。

（午後１時２分　休憩）

（午後１時３分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　議案第３１号の審査を行ないます。

　本件については補足説明を省略して、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　質疑なしと認め、質疑を

終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後１時４分　休憩）

（午後１時５分　再開）

○川口委員長　再開します。

　議案第３号、議案第４号、議案第１１

号及び議案第４３号の審査を行ないます。

　本４件のうち、議案第４号、議案第１

１号及び議案第４３号については補足説

明を省略し、議案第３号の補足説明を求

めます。保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　議案第３号、平成

１７年度摂津市国民健康保険特別会計予

算につきまして補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、８ページ、

款１、国民健康保険料、項１、国民健康

保険料、目１、一般被保険者国民健康保

険料は、前年度に比べ１．９％の減となっ

ており、収納率は現年度分９２％、滞納

繰越分１２％を見込んでおります。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者の大きな伸びを反映し、前

年度に比べ１８．６％の増となっており、

収納率は現年度分９８％、滞納繰越分１

８％を見込んでおります。

　なお、平成１７年度の国民健康保険料

につきましては、去る１月２０日に国民

健康保険運営協議会に対しまして諮問を

行ない、２月３日付でご答申がありまし

たので、その答申を尊重する中、一般被

保険者及び退職被保険者等国民健康保険

料のうち、医療分保険料につきましては、

保険料率を平成１６年度と同率に据え置

き、介護納付金分保険料につきましては、

所得割料率を１，０００分の１５．９、

均等割年額８，０４０円、平等割年額４，

３２０円への改定を見込ませていただい

ております。

　９ページ、款２、使用料及び手数料、

項１、手数料、目１、督促手数料は、前
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年度に比べ７．７％の増となっておりま

す。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は前年度に比

べ８．４％の減となっております。これ

は介護納付金の増加に伴い、介護納付金

負担金は増額となるものの、三位一体改

革に伴い、国庫負担率が４０％から３６

％に切り下げとなる見込みのため減額と

なるものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は前

年度に比べ３．３％の増となっておりま

す。これは、大阪府国民健康保険団体連

合会に対する高額医療費共同事業拠出金

の増に伴い、その４分の１の法定国庫負

担分について増額が見込まれるものでご

ざいます。

　１０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ１．９

％の増となっております。これは一般被

保険者に係る調整対象収入額が低下して

おり、これに伴い普通調整交付金の増が

見込まれますが、三位一体改革に伴い交

付率が１０％から９％に切り下げとなる

見込みのため、伸び率が圧縮されたもの

となっております。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ１７．７％の増となっ

ております。これは退職被保険者の増及

び前期高齢者の増に伴う療養諸費及び高

額療養費の増による交付金の増に加え、

退職被保険者等の増加に伴い、老健拠出

分の増が見込めることによるものでござ

います。

　１１ページ、款５、府支出金、項１、

府負担金、目１、高額医療費共同事業負

担金は、前年度に比べ３．３％の増となっ

ております。これは、先ほどの国庫負担

金の項目でご説明いたしましたが、高額

医療費共同事業拠出金の増に伴い増額が

見込まれるものでございます。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は前年度に比べ３６．４％の減となっ

ております。これは療養給付費国庫負担

金調整助成補助金の減を見込んだことに

よるもので、福祉医療制度の改定に伴い、

府負担分地方単独事業が縮小されたこと

に伴い、療養給付費国庫負担金の地方単

独事業ペナルティが縮小するため、ペナ

ルティ分の補てん補助として実施されて

おります本補助金の減を見込んだもので

ございます。

　目２、老人医療波及分補助金は、前年

度に比べ６２％、１２ページ、目３、障

害者医療波及分補助金は、前年度に比べ

３６．９％の減となっており、いずれも

大阪府の福祉医療制度の改正により、対

象費用額の減少が見込まれることによる

ものでございます。

　目４、府財政調整交付金は前年度に比

べ皆増となっております。これは、三位

一体改革により国庫負担分が療養給付費

等負担金で４％、財政調整交付金で１％

削減されますが、都道府県において同額

の財政調整交付金を新設し、補てんが行

なわれる見込みのため、新たに設けたも

のでございます。

　款６、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、共同事業交付金は、前

年度に比べ１．８％の減となっておりま

す。

　１３ページ、款７、繰入金、項１、一

般会計繰入金、目１、一般会計繰入金は、

前年度に比べ３．１％の減となっており

ます。これは、主に職員給与費等事務費

の減少に伴うものでございます。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ５．７％の増となっております。

これは７割、５割、２割の保険料軽減世
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帯の増によるものでございます。

　款８、諸収入、項１、市預金利子、目

１、市預金利子は、前年度と同額となっ

ております。

　１４ページ、項２、雑入、目１、一般

被保険者第三者納付金、目２、退職被保

険者等第三者納付金、目３、一般被保険

者返納金、目４、退職被保険者等返納金

については、過去の実績を勘案し、予算

額を調整させていただいております。

　目５、雑入につきましては、前年度に

比べ４０．６％の減を見込んでおります。

　次に歳出でございますが、１５ページ、

款１、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費は前年度に比べ２０．７％の

減となっております。これは給与改定に

伴い、人件費の減が見込まれるほか、退

職者１名分の給与費を減額したこと及び

国保システム改造委託料の減に伴うもの

でございます。

　１６ページ、目２、連合会負担金は、

前年度に比べ１．１％、２万７，０００

円の増。

　目３、市町村部会負担金は、前年度と

同額となっております。

　１７ページ、項２、徴収費、目１、賦

課徴収費は、前年度に比べ１．８％の減

となっております。これは口座振替奨励

金の減が主なものとなっております。

　１８ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度と同額となっ

ております。

　１９ページ、款２、保険給付費、項１、

療養諸費、目１、一般被保険者療養給付

費が前年度に比べ０．３％の増となって

おります。これは、一般被保険者２万２，

５３６人に係る療養給付費で、１人当た

りの費用額は、若人が１６万３，１５７

円、前期高齢者が４８万２，３８８円、

乳児が２３万１，５４６円を見込んでお

ります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ１４．６％の増となってお

ります。これは、退職被保険者等６，２

６７人、１人当たりの費用額は３８万７，

７２５円、前期高齢者分として４９万９，

４７４円を見込んでおり、大きな伸びを

示しておりますのは、被保険者の増及び

前期高齢者の増に伴うものでございます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ７．７％の増。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ２９．５％の増となっており、

被保険者の増を見込んだことによるもの

でございます。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ８．９％の増となっており、審査支払

件数の増を見込んだことによるものでご

ざいます。

　２０ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ３．６％の増。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ２４．１％の増となってお

り、退職被保険者等については、被保険

者の増を見込んだことによるものでござ

います。

　項３、移送費、目１、一般被保険者移

送費、目２、退職被保険者等移送費は、

前年度と同額となっております。

　２１ページ、項４、出産育児諸費、目

１、出産育児一時金も前年度と同額となっ

ております。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、前

年度に比べ５．３％の増となっておりま

す。これは、葬祭件数の増を見込んだこ

とによるものでございます。

　２２ページ、項６、精神結核医療給付

費、目１、精神結核医療給付金は、前年

度に比べ２１．１％の増となっておりま
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す。これは、対象医療費及び件数の増を

見込んだことによるものでございます。

　款３、老人保健拠出金、項１、老人保

健拠出金、目１、老人保健医療費拠出金

は、前年度に比べ０．９％の増となって

おります。これは、平成１７年度分概算

医療費拠出金が７，７８１万円減少した

ものの、前々年度精算分が９，６５１万

円増となりましたため、総額で増となる

ものでございます。

　目２、老人保健事務費拠出金は、前年

度に比べ４．９％の増となっております。

これは審査支払件数の増によるものでご

ざいます。

　２３ページ、款４、介護納付金、項１、

介護納付金、目１、介護納付金は、前年

度に比べ１３．６％の増となっておりま

す。これは、１５年度の精算額に加え、

１人当たり拠出金が３，２００円増の４

万５，２００円に改定される見込みであ

ることによるものが主なものとなってお

ります。

　２４ページ、款５、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、前年度に比

べ３．３％の増となっております。これ

は、高額医療費共同事業の対象医療費の

増加に伴い、大阪府の基準拠出金総額が

約７億円増加していることを受け、増と

なるものでございます。

　次に、目２、高額医療費共同事業事務

費拠出金は、前年度に比べ１．３％の減

となっております。

　目３、その他共同事業事務費拠出金は、

前年度と同額となっております。

　２５ページ、款６、保健施設費、項１、

保健施設費、目１、保健衛生普及費は、

前年度に比べ３８．４％の減となってお

ります。これは、退職振替等保険者間調

整業務及び資格得喪点検業務に従事する

臨時職員２名の賃金について総務管理費

に組み替えを行なったほか、総合データ

バンク事業に係るシステム開発業務が終

了したことによる減が主なものとなって

おります。

　２６ページ、款７、諸支出金、項１、

償還金及び還付加算金、目１、一般被保

険者保険料還付金及び目２、退職被保険

者等保険料還付金、目３、償還金につき

ましては、前年度と同額となっておりま

す。

　２７ページ、款８、予備費、項１、予

備費、目１、予備費も前年度と同額となっ

ております。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○川口委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。はい、藤浦委員。

○藤浦委員　まず、これまでに医療費と

保険料の関連で、いろいろ資料を見せて

いただいたりしたわけですが、その中に

ありまして、１６年度の決算の見込みと

して、医療費はこのままでいくと、医療

費分が９，２００万円不足しますよと。

また、介護分としても６，２００万円ほ

ど不足しますよということをおっしゃっ

ていらっしゃいました。

　そういったことも踏まえて１７年度の、

この見通しが今度は出てくると思うんで

すが、今のことも含めて、これは多分６

月の補正で、また繰上充用なりの対象に

なると思うんですけど、１７年度の今回

の国保会計で、収支は一応とんとんとい

うふうには、数字上はなってますけど、

実質は、ぶっちゃけた話、どう見てられ

るのかという予測をちょっと教えていた

だきたい、これが１点目。

　それから、２点目は、１７年２月３日

付の、この国保運協の答申の中からです

けども、先ほどのご説明でもありました
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けども、医療分は１７年度は据え置きと

してくださいと、こういう内容。それか

ら、ただし介護分については一部上げる

と、こういう話になるということですが、

まずこの医療分、１７年度は据え置きと

してくださいということと同時に、この

保険料の取り扱いについての、これは条

例どおりやってくださいというふうな答

申が今回もそうです。前回のときも同じ

ように出てるということで、市としては、

これ考えようかなというふうな、条例ど

おりにいこうかなというふうなこともあ

るということでお伺いしてるんですけど、

１８年度から、これ条例どおりされるの

かどうか。

　給付費に対して、給付予測に対して自

動的に保険料が決定されていくというよ

うな方法でやられるのかですね。

　それから、そうなるとすれば、具体的

には保険料はどのように、またいつの時

期に決定をされていくことになるのか。

　そして、当然、見通しの関連でばっち

り１円も狂うことなく、見通しがぱちっ

と合うことは難しい。特にことしも年度

末になって、年明けてからインフルエン

ザＡ型、Ｂ型、両方がはやって、うちの

子どもも２人ともインフルエンザにかか

りました。

　そういうような予測が、やっぱり医療

費の支給については、いろんなことがあっ

て予測が予測どおりいかないこともある

と思うんです。

　そうしたときに、またそれについての

対処をしなければいけない。ずれた分の、

特に赤になった部分について対処せなあ

かんというようなことが出てくると思い

ますが、そういった部分、今の条例上やっ

ていく場合、そういった部分の埋め合わ

せをどういうふうにやっていくことにな

るのか、あわせてちょっとご答弁くださ

い。

　それから、介護分の保険料についての

考え方についても、この国保、医療分と

同じ考え方でいくのかどうか、あわせて

お願いします。

　それから３点目、この同じく答申の中

では収納についての努力についてが記載

されていると。収納、しっかりがんばっ

てほしいということですね。

　収納の面では、市としては今までも何

回も質問をしていく中で、善処されてい

ると、結構努力もされているということ

ですし、また過去には収納方式について

いろいろ質問もさせてもらいました。ま

た、どういうふうに滞納者についての対

応をされているのかも質問をいたしまし

た。

　滞納されている方についての、保険料

という形での対応をされてるんですが、

保険税というふうにされている地域もあ

るということで、これも前回の質問でお

聞きしたわけですけども、保険税として

の扱い方と保険料としての扱い方、ちょっ

と違うようにお聞きしてます。

　税の徴収の一元化という意味において

は、保険税にした方が市民税とか、その

辺と一緒に徴収事務は一元化できるんじゃ

ないかというふうなことも言ったわけで

すけど、そういう面ではこちらの体制に

ついては非常に有利ではないかというふ

うな面もあると思うんですけども、また

滞納されている方への対応の仕方で、税

の場合は最終差し押さえという手続きを

取られますけども、保険料の場合は、な

かなかそれまではできないということで

すが、例えば一元化をすれば一緒にそう

いう保険料も税の一部として対応ができ

るようなこともあるのではないかという

こともありますし、１回、この辺のいろ

んな条件を整理をしていただいて、収納

－�29�－



という面から保険税と保険料という部分

でのメリット、またデメリット等をお示

し願いたいと思います。

　それから、予算書の１６ページ、節１

３、委託料、この中にレセプト点検委託

料が載せられておりますけども、これも

以前に言うたことがあるんですけど、ど

うしても今、期間的に言うとレセプトは

病院で医療が発生しますと、それから病

院がレセプトを出すと。それが診療報酬

機構を経由して市に３か月ぐらいの後に

送られてくるという経過になります。

　それで、レセプトの点検をして、いろ

いろ不都合がある場合については、また

送り返すと。それで、また三月ほどかかっ

て、それが戻ってくるということで、大

体それで収まるのかもしれませんが、そ

れでまた不備のある場合は、また送り返

すというような、大体３か月、４か月四

月サイクルのやりとりをやられてますけ

ども、通例は高額医療なんかの場合は、

支払いが困難な場合は、委任払い制度を

利用すればいいわけですけども、そこま

で至らなくても一応、幾ばくかは返して

もらえるということで、ただ余りにも長

く先のことで、これが半年以上になって

くるとかいうふうになってくると、なか

なか、もうちょっと早くならないのかと

いうふうな声もあるわけですけど、これ

は国のシステムとか、いろんな、市が言

うたからというてどうなるもんでもない

面もありますけども、そういう制度上の

動きがないんですかと。国も含めて、も

うちょっと簡略化していこうとか、電子

化して簡単にしていこうとか、そういう

ちょっとの事務の効率化という面も含め

てですが、そういう動きがあるのが漏れ

聞こえている部分があるのかないのか、

その辺ちょっと教えていただきたいとい

うことで、以上、お願いいたします。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず１点目の１

６年度の決算見込みと申しますか、この

部分に係る問題でございますが、この１

６年度の当初予算につきましては、雑入

として１億５，６６２万７，０００円を

見込んでおりまして、その後、昨年の６

月に補正の第１号で、いわゆるこれは１

５年度の赤字部分の繰上充用でございま

すが、最終、減額補正部分を操作いたし

ますと、３００万６，０００円。この部

分の歳出の財源として、雑入を見込まさ

せていただきまして、このほか昨年の１

２月議会で国庫負担金等の過年度精算分

ということで、総額が７，８２２万４，

０００円、同じ補正の際に歳入部分で療

養給付費交付金の精算返還分、これが７

８０万８，０００円というようなことで、

今回、補正の４号で上程しております内

容も含めまして、最終的にこの補正４号

がご可決いただけた段階では、雑入の総

額は２億４，２１９万２，０００円を見

込んでおります。

　ちなみに、いわゆる予算上の動きはそ

うなっているわけですが、もう１つ、こ

の国保の歳入歳出の不確定要因の１つで

ございますが、いわゆる医療費の部分、

先ほど藤浦委員のご質問の中でもござい

ましたが、本年は従来のパターンよりも

若干、インフルエンザの流行期がずれて

るような傾向がございまして、毎月の医

療費の動向を見てるわけですが、この１

月２月ぐらいが大分動きが激しい状態に

なっておりまして、それでこの３月の段

階で確定してるのが１月診療分というよ

うなことで、この２月診療分が確定して

くるのが４月の１０日前後になりますの

で、この医療費部分については４月のな

かばぐらいの様子を見ないと、本年の分

がなかなか確定しにくいという状況。
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　それから、あと歳入部分にいたしまし

ても従来からご議論いただいてます調整

交付金であるとか、それから国庫負担金、

それから診療報酬の支払基金から交付さ

れてまいります療養給付費の交付金、こ

こらあたりの１６年度の交付額が確定し

てくるのが３月の下旬ぎりぎりぐらいと、

こんな状態もございまして、なかなか今

の段階で具体の数字を申し上げるような

状態にはなってないわけですが、今の私

の推測するところ、２億４，０００万円

ほどの雑入部分の中で、実際に既にこの

１６年度雑入として収入が見込める金額

が確定した部分は、３７４万円という数

字だけでございますので、おおむね２億

４，０００万円ぐらいが最終的に歳入が

不足してくるのではないかなということ

と、先ほど３月末に今年度の国庫負担金

なり、交付金なりが、数字が明らかになっ

てくるというようなことで申し上げてお

りますが、この２つについても概算払い

というような形で出てまいりますので、

そういう意味で申しますと、現在の医療

費の動向の部分が１００％、ピタッと交

付されるというようなことは過去の例か

らしてございませんでして、少なく交付

されるときもあれば、過大に交付される

というような場合もありますので、その

あたりの揺れを見込んだときには、２億

から３億ぐらいの間の歳入不足というよ

うな形の決算に落ち着いていくのかなと、

そんな見込みをいたしております。

　それから、この１７年度の予算との絡

みでございますが、現在、この１７年度

の当初予算についてはご審議をいただい

ているわけですが、仮に先ほど申しまし

たように２億ないし３億ぐらいの赤字決

算というような形になるようでございま

したら、この部分については本年の５月

末の出納閉鎖を待って改めて議会の方と

も十分協議をさせていただきたいなとい

う考えはしてるわけですが、従来の対応

というような形になるようであれば、そ

の部分を繰上充用というような対応をさ

せていただくというような形になってま

いりますので、その場合については実質

の部分として申しますと、１７年度の末

の決算としては３億から４億ぐらいの赤

字決算になってくる可能性があると。

　ただし、本年１７年度の医療分の保険

料率を据え置きというような対応をさせ

ていただいておりますのは、ひとえに国

の三位一体改革との絡みが非常に不透明

でございまして、ある意味で申しますと

国の方からは、国の負担金なり、調整交

付金なりをこの１７年度分については全

体５％カットということで、従来、負担

金と調整交付金で給付費の５０％が国庫

負担であったものが、１７年度について

は４５％で、減った５％部分については

各都道府県単位で調整交付金を設けて、

そこから補てんするということで、国サ

イドの説明としてはプラスマイナスゼロ

ですよと、こういう説明を受けてるわけ

ですが、減るのが４％部分が負担金で、

片や新たに補てんという形で出てくるの

が調整交付金というような形ですから、

必ず減った分が補てんされるという保証

があるわけでございません。

　また、反対に申しますと、実は私ども

摂津市につきましては、従来の国庫負担

の５０％、このうち４０％は負担金、１

０％は調整交付金という仕組みになって

おったわけですが、この調整交付金部分

については、約５％、４％から５％ぐら

いの交付しか受けておりません。

　また、５、６年ほど前までは、交付率

がゼロというふうな状態が長いこと続い

てきておって、ここ数年、交付を受ける

ようになりまして、１５年度の段階で４
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％強の数字になってるかと思うんですが、

こういうような状態でもございますから、

ある意味で言うと都道府県調整交付金の

算定方式が明らかになってくる中で、減

額部分よりも都道府県調整交付金での交

付がふえてくるという状態も考えられる

ような状態であるということで、その部

分を見込めば、ある程度据え置きで、い

わゆる１７年度の単年度の収支部分だけ

で見ていくと、いけるのではないかなと

いうような考えもございまして、そのあ

たりも勘案しながら据え置きをさせてい

ただいたというようなことでございます。

　ただし、繰り返しますが、この都道府

県調整交付金につきましては、現在、国

と都道府県との間の話が、まだ始まった

段階でもございますから、私どもの方で

得てる情報としては、全国知事会の方か

らこういう方式でという要望を出したと

いう段階にとどまっておりますので、今

後の推移を見てまいりたいわけですが、

いずれにいたしましても具体になった段

階では、具体になった中で予算に変更が

生じてくるようでございましたら、改め

て補正的な形でご審査を賜りたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、保険料の改定についての問

題でございますが、これにつきましては

委員のご質問にもございますように、本

年、１７年２月の答申も含めまして、３

度にわたる答申の中で条例に基づく保険

料率設定をするようにということでの答

申が全会一致の中でちょうだいいたして

おりまして、本年、介護分の改定につき

ましては、前回の答申でも同趣旨でもご

ざいましたので、この答申を尊重する中

で対応させていただいているわけですが、

この保険料の今回、運営協議会からの答

申ということについては、ある意味で申

しますと、例えば近隣各市で申しますと

高槻市であるとか、吹田市、池田市、こ

の３市については、まさに本市の国保条

例の保険料率の規定と全く同文の条例規

定を置いてるわけですが、既にまさに条

例どおりの適用をしてきておるという中

で、本市といたしましてもこれまでの運

協答申を踏まえながら、来年度以降につ

いては、基本としては条例に準拠した中

で保険料率の設定を行なってまいりたい

と。

　ただし、この条例に基づく保険料率の

設定から外れる形での料率設定をお願い

するという場合については、当然、条例

を外れるというような形になりますから、

運営協議会に諮問をいたしてご意見を伺っ

ていくというような形を考えております。

　また、こうなった場合、具体の話とし

て、どうなるのかという部分でございま

すが、これにつきましては医療分、介護

分とも、来年以降の話として当初予算の

概要が決まった段階で、運営協議会にこ

ういう歳出、歳入であれば、保険料の賦

課総額は、これぐらい必要になって、こ

れを国保に加入されている被保険者の世

帯なり、被保数なり、また所得状況を勘

案したときには、保険料率はこれぐらい

になりますというようなことも提示をい

たした中でご意見を伺って、それを踏ま

えた上で当初予算段階から歳入として見

込まさせていただいて、委員の皆さんに

つきましては当初予算審議の中でご審議

をいただくというような運びになろうか

と思います。

　それから、続きましていわゆる保険税

に絡む問題でございますが、全体の状況

を申しますと、まず現在、大阪府下、こ

の４月に美原町が堺市に合併して箇所数

が変わりますが、現在４４市町村ござい

ますが、この中で保険税という形で保険
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料をちょうだいしてるのが、市では大東

市と泉南市、それから町では豊能町と能

勢町、この２市２町でございます。

　ちなみに、大阪府以外の近畿１府４県

の状況で申しますと、これいわゆる町村

部分は把握できてませんが、全体、大阪

府以外の兵庫県、奈良県、京都府、滋賀

県、和歌山県、この１府４県で現在、市

が５８市ございます。

　これは、厳密には昨年来、いわゆる町

村合併という問題が起こってますから、

このデータを収集しているのが１５年の

数字でございますが、当時、５８市ござ

いまして、この５８市の中で保険税の市

が３２市、保険料が２６市というような

ことで、約半分ぐらいが税を取ってます。

　また、もっと広げまして全国というよ

うな形になりますと、約８割ぐらいが保

険税というような形になってるんですが、

具体の違いと申しますのは、税という形

になりますと、時効が５年、保険料の時

効が２年という部分の差があるというこ

とが１点と。

　それから、保険料の定め方が料と税で

は違いございまして、保険税になります

と、いわゆる保険税条例の中で保険料率

をうたっていくという必要がございます

ので、保険料率の変更の場合については

税条例の一部改正というような形の対応

になると。ここらあたりの違いが大きな

ものでございます。

　それから、レセプトの関係でございま

すが、高額療養費の償還払いがもっと早

くならないかという点でございますが、

これにつきましては現在の流れとしては、

診療月を含めまして、通常の流れでは４

か月後の窓口償還という形になります。

　ただし、市の方での審査で再審査請求

に該当する場合については、それからさ

らに３か月、４か月というような時間が

たってしまうという中で、もっと早くで

きないかというようなご意見もちょうだ

いしているところでございますが、現行

としてはほかの方法がございませんでし

て、そういう中で藤浦委員からございま

すように受領委任払いをご利用いただき

たいというようなことで、これは保険証

の更新の際に保険証を入れております封

筒に制度のご案内をさせていただいたり

しておるわけですが、お聞きの電子化と

いうような部分でございますが、これに

ついては現在、連合会が中心になりまし

てレセプトの電子化というようなことに

取り組んでおりますが、すべての医療機

関についてレセプトを電子化するという

ような段階までは至っておりません。

　また、もう１つは資格審査でかかわっ

てくるのは、例えば国保の資格のない方、

ないしは国保の資格のある方の中でも一

般被保険者と退職被保険者では、取り扱

いが違いますから、この区分が変わって

るというような部分での資格審査に係る

場合があるわけですが、こういう部分に

ついては先だって、政府の方から将来的

には各診療機関にクレジットカードの読

取機のようなものを設置していくという

ような方向での検討にも入っているとい

うような情報が寄せられておりますが、

具体のところまでは、今のところまだ進

んでおりません。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　先ほどの１７年度国保会計

見通しで、１６年度の分が最終２億から

３億ぐらいの歳入不足になりそうだと、

これが一応６月に、また補正なり何なり

ということになるだろうということでし

たね。

　それで、１７年度の分は三位一体の関

連もありますが、据え置いているけれど

も、うまくすればというか、収支とんと
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んでいけるかもわからないと、まだ不確

定な部分もあるけれどもというお話でし

たね。

　そうすると、１６年度の２億から３億

の歳入不足の部分は、次、１７年度で補

正でここへ乗っかってくるということに

なりますね。

　２番目の質問をした中での、この１８

年度から予定どおり、条例どおりやって

いくとすれば、仮に２億から３億という

歳入不足の分が１７年度に乗っかってき

て、１８年度の分で、これが保険料に転

嫁されていくことになるのか。いや、違

うんやと、また違う方法が何かあるんか

ということがあるんかもわかりませんが、

この辺どうなっていくのか、もう少しちょっ

と教えていただきたいなと、こういうふ

うに思います。

　それから、３番目の保険税の導入とい

うことについて、いろいろ先ほどメリッ

ト、デメリットとおっしゃっていただい

たんですけども、事務の一本化とか、効

率化とか、最終滞納者の徴収事務なんか

の効率化とか、そういう面も含めたら一

度調査検討していただくような余地は、

僕はあるん違うかなと思うんですね。

　大阪府下では、まだまだ少ないようで

すけど、大阪府以外の近畿圏では取り入

れてる地域もあるということは、これは

ほかの部分からも私は聞いてたんですけ

ども、そういう意味ではいきなりという

部分にはいかないでしょうけども、調査

検討をしていただくことも大事だなと思

いますので、これは一遍、しっかり検討

もしていただくということで要望してお

きたいと思います。

　それから、４番目のレセプトの点検で

すけど、なかなか電子化という部分につ

いては具体的なものが見えてこないとい

う話でした。しっかり、こういうのもス

ピーディに事務の効率化をしてチェック

も早くしていくということで、これは国

がそういう、しっかり体制を指導しなが

らやっていくことを望むしかないわけで

すけども、これはしっかり、どうするこ

ともできないでしょうから、要望を行っ

てください。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　保険料率を定め

る場合の繰上充用を行なった赤字部分の

取り扱いというようなことでございます

が、いわゆる通常、当初予算の歳出歳入

を見込んだ中で保険料の賦課総額を見込

むというような形になりますので、当初

予算の歳出の中で繰上充用という項目を

あげ、またそこに予算を計上しない限り、

そこには入ってこないというような形に、

これは仕組み上、ならざるを得ないとい

うわけでございます。

　そういうことで、当初予算段階で繰上

充用部分を見込むということは技術的に

も非常に難しい状態がございますので、

私どもといたしましては繰上充用部分も

含めて保険料率を設定はできないという

中で、やはりあとは保険者の一定の努力

の中で、この赤字部分を縮減していくと

いう対応をしていかざるを得ないという

ふうに考えておりますので、これは例え

ば特別調整交付金であるとか、非常に枠

が少なくなってきているようでございま

すが、そういうものについて引き続き受

けれるよう努力してまいりたいというふ

うに考えております。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　わかりました。要するに補

正で上がってくるので、その部分につい

ては保険料には転嫁しませんよと。単年

度で収支を見て、保険料が決まっていく

ということだというふうにお答えいただ

きました。ということは、しっかりこれ
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は保険者の努力でもって、それを圧縮し

ていただくということとともに、これも

毎回言ってますけどもプラスアルファ、

保険料も圧縮できるような努力。これは

どんな努力というか、そんなにないんか

もわかりませんが、それでも何とか、知

恵を絞っていただいて、しっかりと努力

していただきたいということで、これは

要望しておきます。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　山下委員。

○山下委員　１７年度の国民健康保険の

当初予算でありますけれども、保険料を

上げないということなんでありますが、

しかしこれは繰り入れのところでも質疑

をいたしましたが、昨年と同じですね。

一昨年から比べれば４，５００万円から

４，６００万円の繰り入れ減と、こうい

う中にあります。

　これもまた、そのときにもお話したこ

とでありますが、大変高齢者にとっても、

低所得者にとっても、年金への課税強化

だとか、あるいは老年者の控除の圧縮だ

とか、あるいは定率減税の廃止というふ

うなことで、一層市民の暮らしは大変に

なってきていると。

　年金の給付も下げられるということで

ありますから、今おっしゃってるような

前期高齢者がふえてくる段階で、この人

たち、この層の生活は一層大変という事

態になるんですね。

　昨年の値上げのときに、市民の生活は

苦しいというところから出発するんでは

なくて、市民の所得が落ちて、保険料が

下がったと。だから、国保財政が苦しい

から値上げするという、とんでもない逆

立ちした議論でありました。けれども、

今回は値上げなしということであります

けれども、一般会計の繰り入れは前年の

ままということでありますから、これは

なかなか厳しい運営とならざるを得ない

というふうなことに思うんであります。

　そういう赤字見込みの予算ということ

ではなくて、これは１７年度で見ればそ

の辺はないというふうな見込んでいるわ

けですけれども、そういうことで本当に

いけるのかどうかということもあるわけ

ですが、安定的にやるためには、ほかに

原資がない以上、一般会計の繰り出しを

ふやすしかないというふうに思うんです

が、これいかがでしょうか。

　従来から見込みの段階では、調整交付

金など、あるいは特別調整交付金、ある

いはそれの、また特別分があるというこ

とで見通しはつかないということで、い

つもそれを除外した見込みを行なって保

険料改定の時期には大幅な赤字見込みと

いうふうなことが実際上は、終わってみ

たらとんとんであったというようなこと

も過去にはありました。

　こういう点で、一層これはもちろんタ

イトになってくるかもしれません。制度

改悪もあるからでありますけれども、そ

ういうことからいって、またさっきに戻

るわけでありますが、一般会計の繰り入

れをふやさなければ市民への負担転嫁と

いうことにならざるを得ないと。

　生活が上昇してくると。年金給付が、

それに応じて物価スライド分だとか、賃

金上昇分だとか反映されるという事態で

あればまだしも、これが切り捨てられて

きていると。逆に減ってきているという

状況のもとで税及びこういう国保料のい

わゆる社会保険料負担、税負担が暮らし

を圧迫するという大きな要因であるとい

うことは、これはもう、だれが言おうと

間違いのない事実なんですね。

　暮らしを守るという点で市の対応が求

められているわけですが、その点でこの

点が一番、成し得ることとしては、一般
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会計の繰り入れをふやすということであ

ろうと思うんですね。この点について。

　もう１つは介護保険料の問題でありま

すけれども、介護保険料の分が今回値上

げというわけであります。１人当たりの

額が決まってきているということで、こ

れは国との精算の額だというふうに理解

をするわけです。そうすれば、これもこ

の介護保険の分を値上げせずに一般会計

からの繰り入れを行なってやるというこ

とが、これはいろいろ問題があるかのよ

うに、いろいろ言っておりますけれども、

しかし先ほど言ったように苦しい状況の

中では、生活の困難な状況が一層、政治

の責任で増しているときに、介護保険料

のこの分を値上げするということについ

て、これはそういう考え方も、つまり一

般会計からの繰り入れで、その値上げを

抑えるということもあり得るんではない

かというふうに思うんでありますが、こ

の点はいかがでしょうか。

　それから、国保会計の中で介護納付分

の５億３，９２０万３，０００円と、こ

れの国庫負担の算出の基準が、これ、国

庫負担分と補助金分ですか、負担分と補

助の分の計算が載っておりますね。これ

で１億９，５６４万４，０００円という

ふうに出されております。

　ところが一方で、国・府の負担という

のが二億五千何がしかになっておって、

その差額というのは、これは府の負担、

あるいは府の支出金ということなんでしょ

うか。この介護納付金の額と、その財源

内訳について、もう少し説明していただ

きたいというふうに思うんであります。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　３点についての

ご質問でございますが、これは過日の一

般会計の審査の中でも山下委員からご質

問をいただいておりますが、これは１つ

は３億２，０００万円から２億７，００

０万円に、総額約４，６００万円ほど、

一般会計の繰入金が減ってるということ

は、予算上、そういうことでございます

が、実態としては減らしておりません。

これは、昨年、１６年度の当初予算のご

審査をいただく際に、この国保特会の予

算について部長の方から補足の説明をさ

せていただいておりますが、その中でも

触れておりますが、いわゆる保険基盤安

定繰入金の保険者支援分という制度が１

５年度から創設をされておりまして、こ

の部分は、中身を申しますと７割と５割

軽減を受けた方の一定の割合について、

基盤安定繰入金を上乗せ交付するという

形になっておりまして、従来であれば、

この基盤安定繰入金で入ってきた分につ

いては、７割、５割、２割で歳入が減っ

てますから、この穴埋めに使われるとい

うことでプラマイゼロだったわけですが、

この保険者支援分が新たに創設された分

だけ保険料の抑制が可能になるというこ

とで、この部分については国・府の４分

の３負担で、そういう新たな財源が生じ

てまいりましたので、その部分を相殺を

させていただいてということで、ですか

ら予算上は３億２，０００万円余りの繰

入金は同額、いわゆる保険料軽減のため

に当たってるわけですが、１４年までは

すべて一般会計の持ち出しだってものが、

１５年からは国・府の負担分が約４，５

００万円ほど入ってくるという形で、そ

の部分が市単独負担分が減っていると、

こういうようなことでございます。

　いずれにいたしましても、同額であっ

てもこういう非常に厳しい状態でありま

すから、一般会計の繰り出し部分をもっ

とふやすべきではないかという趣旨での

ご意見かと思うんですが、この部分につ

いては確かに一般会計からの繰り出しが
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今以上にふえるようであれば、その分だ

けは当然、保険料にはね返ってくると、

こういう構造になっておりますから、日々

の中で市民の方々と接してる中では、非

常に大変やということは十分承知をいた

しておりますので、当然、担当課として

はそういう実情も述べながら繰出金の最

低限の維持というような部分も含めて話

はしていくという考えもしておりますが、

ご承知のとおり近年、市の一般会計の財

政が非常に厳しいというような状況が続

いておりまして、そういう中で近隣各市

の状況がどうなのかという部分も踏まえ

た中で、やはり財政当局と議論をしてい

く必要がある事項というふうには考えて

おります。

　それから、介護保険料、これについて

も繰り入れをやって、少なくとも値上げ

という部分については回避すべきではな

いかと、こういうようなことでございま

すが、この介護保険の制度設計として給

付費の３２％部分については４０歳から

６４歳の方々にご負担をいただくという

中で介護保険制度が設計されていると。

そういう中で介護保険制度の普及が進む

中で給付費が日本全国のベースで言うと、

年間５，０００ないし６，０００億円ベー

スでふえてきておりますので、そのはね

返りでふえた分の３２％分は介護納付金

というような形で、はね返ってくると。

　これは、ある意味で申しますと、国保

にしても例えば社保にしても健保にして

も同じような形なわけですが、そういう

仕組みでもございますので、本市につい

ても保険料の軽減分の繰り入れ部分を使

わさせていただいて、一部、保険料率の

アップを抑制するというような手法が講

じてきておりますが、これは一般会計か

らの繰り入れの今後の動きを見ながら一

定考えていかざるを得ない問題ではない

かなと、こんなふうに考えております。

　それから、介護納付金の財源内訳につ

いてのご質問でございますが、歳出の項

目で５億３，９２０万３，０００円計上

いたしておりますが、このうち国・府の

支出金が２億５，７４９万６，０００円

でございます。

　それから、保険料で見込んでおります

のは、２億５，７４０万８，０００円、

それからいわゆる一般財源で見込んでお

りますのが２，４２９万９，０００円で

ございます。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　いろいろ一般会計の繰り入

れについては実質、市の懐ですね。国か

らの補助金の増ということで、あるいは

新たな創設ということで、それは一般会

計の中から繰り出してるんだけれども、

財源はそういうふうに手当されてるとい

うことであれば、実質上の市の負担分と

いうか、繰り出し分は減ってるわけです

から、財源的に言えば、そういった意味

で苦しいときに市も一層やっぱりその辺

は請け負って、支えようじゃないかとい

うことでないと、この国保制度はそれで

なくても大変ですから、そういうお考え

をぜひ示していただきたいということで

あります。

　それから、介護保険の方で、これも一

般会計からの繰り入れをふやす中で負担

を減らしていくと、といいますのは、こ

れは介護保険料は、６５歳以上は、これ

は月額１万５，０００円の天引きでとい

うふうな、もう否応なくの徴収でありま

す。

　また、それ以下の、６５歳以下の人に

とっても、４０歳以上６５歳以下の人に

とっても各種医療保険から、これまた保

険料に見合った、あるいは所得に見合っ

た保険料負担をしているわけですから、
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これは筒いっぱいなんですね。

　ところが、今おっしゃってるように、

これは介護保険の特別会計の方にもなっ

てくるわけですが、毎年介護の利用率が

ふえてきているということで、この負担

がふえてくるというふうなことでありま

すけれども、それでもなお全体のサービ

ス料の４割程度しか利用されていないと。

これが１００％利用されるということに

なると、そういう数でも追いつかないと

いう事態になろうとしてるんですね。

　そういうこともあり、あるいは今度は

２０歳から介護保険料を取ろうというふ

うなこともあって、それの合理化のため

に障害者のこれまで支援費として出され

ていたものをこれに統合するなどという

大改悪も行なわれて、それがために２０

歳以上の人々に、これすべてまた介護保

険料を負担させようというような、こん

なむちゃくちゃな負担増のやり方をやろ

うとしているわけですね。

　こういうことについても市民の介護保

険料を収納している、そういう立場から

すれば、こういう大改悪についてもきっ

ぱりものを言うていかなあかんと思うん

ですが、これはちょっとその趣旨は違う

かもしれませんけれども、しかし介護納

付金として負担しなければならないとい

うのがあるわけで、しかもこれが全国的

に１人頭何ぼということを、こういう決

め方で決済せないかんわけですね。そう

いうことからしますと、これはいずれに

せよ４０歳以上の方々や、あるいは税の

負担ということにならざるを得ないわけ

で、この点ではそういう改悪にきっぱり

反対するということをやる必要があると

いうふうに思うんですが、いかがですか。

　そして、先ほどの保険料の大きな伸び

として退職被保険者の伸びというのが、

これは人数の伸びというのと、この保険

料収入の１８．６というのは、これは被

保険者数の数と比例しているものなんで

しょうか。

　あるいは前期高齢者の増加ということ

を言われております。これは老健に入ら

ないという意味で、今、年齢進行中です

か。したがって、毎年、入れない、老健

に入らなかった人がふえてると。老健に

入る人も一部は移行して、並行移動して

るわけですけれども、しかし今なお、ま

だふえ続けているわけですね。移行中と

いうことであれば、こういう点では一体

今の段階、どの辺、どういうふうにふえ

てきているのか。

　最終というのか、それさえまた伸びて

いくのか、一定、進行が終わった段階で

も一層ふえようとしているのか。あるい

は、また１人当たりの医療費という点で

前期高齢者の、あるいは退職者の医療費

というのは、一般の被保険者の医療費と

比べてどういう状況にあるのか、その辺

はどういうふうにつかんでおられるんで

しょうか。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず、繰出金の

問題でございますが、これは先ほどもご

答弁申し上げましたように、基本的には

全体の医療費が伸びてきてるわけですか

ら、現行の保険料率を維持しようと思う

と、繰出金なりをふやして帳尻を合わせ

ると、こういう方法しかないというよう

な状態になりますから、この国保の状況

を踏まえながら、この繰出金の上げ方に

ついては、財政当局とも十分協議はして

まいりたいと、こんなふうには考えてお

ります。

　それから、介護保険制度の２０歳への

拡大というふうな問題でございますが、

これは昨年、随分マスコミ等を賑わした

ような状態になっているわけですが、具
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体として政府の方からこういう方針であ

るというふうなところまでは私どもの方

には出てきておりません。これは、いわ

ゆる政府の方の諮問機関であるとか、そ

ういうところで一定の案として打ち出さ

れた中で、マスコミに載っていると、こ

ういう経緯があるわけですが、具体の中

で年齢拡大であるとかいう問題が出てく

るようであれば、これは当然、保険者と

して例えば府の市長会なり、また近畿都

市の国保の保険者協議会という組織がご

ざいますので、こういう中で協議をいた

しまして、余り国保の運営に支障が起こっ

てこないように、できるだけ政府に対し

ても要望等を行なってまいりたいという

ふうに考えております。

　それから、退職被保険者の給付費の大

きな伸びの問題でございますが、これは

単純に申しますと、老健への移行が従来

は７０歳だったものが７５歳まで延長さ

れているということで、この制度改正が

行なわれた平成１４年１０月以降に７０

歳の誕生日が来た方については、いわゆ

る前期高齢者という形で老健へ移行せず

に国保の方で給付を賄っていると、こう

いうことに起因するものでございまして、

そういう意味で申しますと、あと２年ば

かりは、この伸びの状態は続いてくると

いうふうに考えております。

　それで、あと３年先ぐらいからは７５

歳に到達して老健へ移行していく方が出

てまいりますので、これと新たに厚生年

金等の受給資格を受けて一般から退職に

切りかわってくる方、これが団塊の世代

の高齢化という問題を若干割り引いて考

えたときにはプラマイゼロというような

形になりますから、少なくとも伸びは相

当抑制されてくるというふうに考えてお

りますが、現状で申しますと現在６９歳

の方が７０２名おられるわけですが、こ

のうち約６５％ぐらいが退職被保険者と

いうことですから、ざっと毎年４００名

余りが退職被保険者がふえてくるみたい

な形になりますので、これに伴っての医

療費負担が生じるということと。

　それから、実は今回の補正４号でもお

願いしてる部分の１つの原因にもなって

るわけですが、７０歳に到達した中での

年齢別の医療費というのが、年齢が１つ

上がるごとに非常に大きな伸びを示して

るというような状態がございまして、例

えば平成１５年であれば前期高齢者とい

うのは、すべて７０ないし７１歳だった

ものが、例えば平成１７年には前期高齢

者は７０歳から７３歳というような形で

徐々に上がってまいりますので、それに

伴いまして前期高齢者というひとくくり

の表現をしておりますが、１人当たりの

医療費も徐々に上がると、こういう２つ

の要因がございまして、このような大き

な伸びになっているというようなことで

ございます。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　老健に移行する人が減って

るというんですか、老健に移行する人が、

かつての時よりは減ってるわけですから、

それに比して拠出金なんかも減らないか

んはずですが、実態はそうなっていない

ということだと思うんですが、そういう

ことになれば、これはもう恐らく当初の

見込みでは、そういう予測もして、いろ

んな調整も国あたりはやってきたんだろ

うと思うんですが、そういうことになっ

てないということになると、これは各市

の保険者も大変厳しいところだと思うん

ですね。

　これは、退職者医療制度をつくったと

きの見込み違いなんかも大きく出ました

けれども、そのことによって結局、決着

は中途半端でしかありませんでしたね。
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その分、結局みんな市町村負担になった

わけですね。こういうことを見ていきま

すと、いろんな制度をつくるとか、負担

を減らすとかいいながら、負担を減らす

とまでは言いませんが、調整するとかい

いながら、事実上そういうことになって

いるんではないかと、実態でね。その辺

のところも確かめておきたいと、いかが

でしょうか。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　現行のような制

度になったのが、先ほど申しましたよう

に１４年の１０月から、この制度改正が

されてるわけですが、ある意味で申しま

すと７０歳以上の総医療費については、

対象者が年々ふえてきておりますので、

全国ベースで見たときには、現在も大き

く伸びてると。ただし、いわゆる老健と

いう会計の方への移行がとまってますの

で、老健の方の伸びは圧縮されましたが、

国保の方で支払いをせざるを得ない前期

高齢者分はふえていると、こういうこと

になったわけです。

　こういう中で当時、１４年の１０月に

制度改正がされた際に、例えば退職者医

療に係る老健負担分、これが従来は５０

％でございましたが、この改正の際に１

００％に改正されて、いわゆる退職者医

療の負担分がふえたということと、それ

から老健の拠出金については、全国ベー

スでの調整ということと、それから摂津

市の老健に加入されてる方の国保の被保

険者に係る給付費、それから国保の被保

険者数、この３点が連動した中で老健の

拠出金が算出されてきておりますので、

現行の中で申しますと、実は、私どもの

方で積算いたしますと１４年１０月の改

正がなくて、老健の拠出金というような

形で、ずっと、いわゆる前期高齢者分の

負担をしていく。

　老健拠出金という形で負担するのと、

それから今回の制度改正があった場合と

比較したときに、摂津市の国保としての

負担部分がどうなったのかという部分に

ついて申しますと、幸いにも本市の場合、

老健の加入者数が全国平均よりも相当少

ないというような状態がありますので、

全体として申しますと、負担が抑制され

ているような状態になっております。

　ただし、これもあと２年で再度移行が

始まりますから、２年先を見てみないと

最終的には確定しないわけですが、現状

としてはそういうことでございます。

　それから、全体の被保数の問題でござ

いますが、これは山下委員ご指摘のよう

に、退職被保険者は非常に大きな伸びを

示しておりまして、老健の該当者につい

ては徐々に減ってきております。

　それから、一般被保険者は、これは老

健の減少率よりも少ないですが、これも

減る傾向にございまして、オールトータ

ルの被保数としては伸びております。で

すから、全体の状態から逆さまに申しま

すと、全体の被保数は伸びてるんですが、

伸びてる多くは退職者医療分で、一般と

老健は減るというのが今の傾向でござい

ます。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　それからもう１つ、この間

の大阪府の老人医療の制度が大きく切り

縮められまして、ほとんどが受けられな

いという制度になったわけですが、これ

と国保の受診との関係、医療費の波及と

か、その辺の影響はどのようになってお

りますか。

　こういう制度改悪によって、これはも

う間違いなくお年寄りにとっては非常に

厳しいものになっているということは事

実でありますけれども、そのことが本市

の国保にはどういうふうに影響したのか、
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そういう点でも一面を見ておきたいとい

うわけでお聞きしたいんですが、いかが

でしょうか。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　府の老人医療の

制度が改正されてるわけですが、全体と

して見たときには、確かに受診件数なり、

また１日当たりの診療費、このあたりは

減るというよりも、ふえる傾向にござい

ます。

　ただし、これが各年齢別でのデータと

いうのが出ておりませんので、具体にど

の部分でどうなっているのかということ

と、それから先ほど藤浦委員のご質問の

中にもございましたが、その時々の疾病

の状況、ここらあたりとの関係が複雑に

絡み合っておりますので、なかなか国保

サイドでは把握をしにくいと、こういう

状態でございます。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　今、藤浦委員、また山下委

員から、いろいろ質問ありましたけども、

私も毎年、この国保につきましてはいろ

いろ質問してまいりました。

　今回、諮問が出されて答申が返ってき

たということで、介護保険分については

改定されたということであります。ただ、

医療分については据え置くということに

なりました。私、非常に残念といいましょ

うか、繰出金が全然減らない状況になっ

てきたということであります。この答申

に書かれてます最後の行ですね。今後も

条例に準拠して行なっていくということ

は再確認したということであります。

　先ほどの答弁の中でも、１８年度以降

についてはそういった方向で考えていく

ということでありました。

　試算によりますと、繰出金ゼロになる

と所得割率が９．９１ぐらいになるんで

すか。今の７．２６が１００分の９．９

１になるということであります。そうす

れば、繰出金がゼロでいけるという保険

料、財政運営になるということでありま

す。

　実は、市民に摂津市の国民健康保険料

は大阪府下で２番目に安いんですよと言

うんです。えっ、そんなことないですよ

と。市民は、ほとんど摂津市の国民保険

料が安いということを知らないんです。

大阪府下で２番目に安いんだということ。

２億７，０００万円も投資しながら市民

が全く知らない、こんなむだな投資とい

うか、市民にありがたみを余り感じてい

ない２億７，０００万円ということは非

常に説明する方としても、せっかく２億

７，０００万円も投資しておきながら、

ありがたみを感じてないというか、そう

いう今の状態ではないかなと。

　広報でも載せてましたけども、市民が

そこのところに目が行ってないんじゃな

いかなという気がします。

　それと、もう１つは国民健康保険料が

市町村によって違うということを知らな

い人も多いです。国民健康保険と名前が

つくんですから、国民は全部同じ保険料

かなという思いを持っている人もおりま

す。国民年金は、これは皆一律ですけど

も、同じこの国民健康保険とついとるん

で、国民はみんな同じ国保料じゃないな

かと。これは、テレビで、市町村によっ

て違うんですかという話があったんで紹

介しておきますけども、今、摂津市が２

億７，０００万円の保険料軽減分をして

おきながら、市民に対してはそういう感

情があるということであります。

　この市政運営の基本方針の中に、１０

ページ、１１ページ、国民健康保険につ

きましては、いつでも安心して医療を受

けることができるよう安定的な財政運営

を行なうため、全国統一に定めている４
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０歳から６４歳までの介護納付金分の保

険料は改定させていただきますが、医療

分の保険につきましては据え置きとして

まいりますというふうに、これは１７年

度に向けての市政運営方針なんで、この

あとに本来は、「ただし」ということで

つくべきではないかなというふうに思う

んです。

　ただし、１８年度以降については何ら

かの方法を模索していく方法があるんで

はないかなというふうになってますんで、

ここについてはどう考えておられるのか

お答えねがいたいというふうに思ってま

す。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　繰出金のあり方

の問題、それから保険料率の問題、これ

につきましては過日の本会議で市長から

の答弁にもございましたように、この１

７年度、一定検討をしていくという答弁

を市長がされておられますので、具体の、

これはいわゆる政策推進課になるのか、

財政課サイドになるのか、一定の打ち出

しがされるようであれば、その部分につ

いては当然、国保に対する繰り出しの問

題でもございますから、国保側の意見も

申し上げながら検討はしてまいりたいと

いうふうには考えております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　以前から２億７，０００万

円ということで議論してきてますけども、

この国民健康保険も、あるいは大阪府管

轄とか、そういう府下統一とか、そういっ

た方向に流れが行ってるんではないかな

という気がするわけです。

　そうなってくると、大阪府下平均９．

９ぐらい、今７．２６なんで、約２ポイ

ントいうか、それぐらいまで上げざるを

得ないと。そうすると、物すごい大きな

値上げをせざるを得ないという状況になっ

てくるんです。

　そういった中で、今回、１７年度は見

送られたということであります。１８年

度、先ほどのお話ですと、国保条例に基

づいた保険料率を設定していくというこ

とになりますと９．９１を設定せざるを

得ないと。

　そうなってくると、物すごい大幅な値

上げをせざるを得ないということであり

ます。段階的に８を３分割ぐらいして３

年ごとに値上げする等々の手もあるかも

しれませんけども、保険条例でいくとそ

ういう格好にせざるを得ないということ

ではないかなと思います。

　この２億７，０００万円、十何年ずっ

と繰り入れしてきてるんです。総額的に

も３０億ぐらい投資してきとるわけです。

その結果が先ほどの市民感情、市民の受

け入れ方の結果になっておるんですよね。

　やはり、これだけ市民のために使って

るということをもう少しＰＲするという

ことと、国保会計への繰り入れというの

は福祉ですよね。本来は国保会計は国保

会計で、きっちり運営して、保険料率は

きっちり取って、ほんとに保険料の払え

ない人には福祉ということで還元するこ

とが、より明確にお金を福祉施策という

ことで出した方がメリハリがつくんでは

ないかなという気がするんです。そっち

の方が市民も、受けた方も喜びも大きい

んではないかなと。

　今、だっとどんぶり勘定でいって全体

に投入して、実際もらってるかどうかも

実感がわかないということでは、１０円

のお金が１００円の効果ということには

結びつかないんではないかなという気が

してます。

　もう１つは、この国保運営の財政運営

のあり方で先ほど藤浦委員の方からあり

ましたけども、例えばかぜがはやったり、
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伝染病とかがはやったときに、物すごい

医療費が要ったと。いきなり赤字になっ

て一般会計からどっと繰り出しをせな運

営できないという状況も想定されるわけ

です。そうならないがためにも、やっぱ

りある程度の国保財政単独で基金という

ものも持っておきながら、そこへ出し入

れをして市民の暮らしを守っていくとい

う方が市としてのあり方ではないかなと

いうふうに思ってます。そのことについ

ても、ぜひもう一度お考えを述べていた

だきたいということです。

　それと、今さっき言いました、今の繰

り入れの仕方ですね。保険料を全体的に

下げるということと、あるいはもう１つ

の方法として保険料を払えない人にそれ

を補てんしてあげるという方法で、そっ

ちの方が僕としてはいいんではないかな

という思いがあるんですけども、その国

保財政の運営のあり方という点では、ど

う考えておられるのかお聞かせ願います。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　保険料の問題で

ございますが、これ若干、脇道に逸れた

話もあるかと思うんですが、この１４年

ごろに平成２０年度をめどに都道府県単

位に国保を統合すると、こういう政府の

方からの方針が打ち出されておりまして、

既に何年かが経過してるわけですが、こ

ういう中で１つは本年３月３０日になり

ますが、国保、それから社保、健保、こ

れらの医療保険者全部を集めて大阪府で

保険者協議会を立ち上げると、こういう

ような動きが出てきております。

　また、この平成１７年度からの三位一

体改革の中で、都道府県調整交付金とい

うような形が出てきておりまして、こう

いう全体の動きというのは、やはり都道

府県単位で保険料を調整していくと。な

いしは標準化していくと、こういうよう

な考えがベースにあるのかなと。

　当然、そういう中で、これが２年、３

年でそうなるのか、もっと長いスパンが

かかるのか、都道府県という形なのか、

例えば医療圏単位なのか、さまざまな紆

余曲折がこれからあろうかと思うんです

が、やはり国保の運営をつかさどるもの

としては、そういう動きもやはり頭に置

いた中で、この国保の運営をしっかりやっ

ていく必要があるなと、こんな考えをい

たしております。

　それから、繰出金を今のように、一般

会計の部分だけで申しますと２億７，０

００万円という数字ですが、こういう形

という部分でございますが、確かにこれ

については各市の状況を見ておりますと、

例えば保険料の減免部分であるとか、そ

れから本市の例で申しましたら精神、結

核医療給付金であるとか、こういう形で

具体の数字を出して、その部分を繰り入

れをすると、こういう方式を取っている

市も随分ございます。

　仮にこの１７年度に繰入金のあり方に

ついて議論をする機会があるようであれ

ば、この部分、一定の目的を定めた中で

の繰入金というようなことについても、

やはり私としては、してまいりたいと。

これは、そういうプラス給付だけじゃな

くて、先ほど福祉医療制度との兼ね合い

が出てまいりましたが、例えば乳児医療

であるとか、ひとり親家庭医療であると

か、老人福祉医療であるとか、こういう

部分について一部負担金の公費負担をし

た部分については、国庫負担金がペナル

ティがかかっております。

　これが平成１６年度の数字で申します

と、年間約４，０００万円ぐらい国庫負

担金が減額されるというような仕組みに

なっておりますから、こういう部分につ

いては、やはり一般会計の繰出金が幾ら
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削減というような形になっても、やはり

国保特会の立場から申しますと、この部

分はやはり一般会計から補てんをしてく

ださいと、こういうことは当然、担当課

長として申し上げていかなければなりま

せんが、この一般会計の繰出金について

は協議の中で、そういう使途をもう少し

明確にするということも必要な時期になっ

ているという認識はいたしております。

　それから、国保の特徴と申しますのは、

医療費にしてもなかなか見込みにくい。

それから、歳入にしても概算払いという

ようなものが入っておったり、調整交付

金というものが入ったりして、予算を編

成した段階で決算をピタッと見通すとい

うことは、なかなか難しい会計でござい

ます。

　そういう中で結果論としては、赤字に

なったり黒字になったりというようなこ

とが出てくるということは、これはやは

り何らかの対応が必要ではないかなと。

そういう意味で申しますと、前回のこの

委員会でも申し上げましたが、今の現状

ではなかなか難しい状態だということは

認識しておりますが、例えば基金を増設

するとかいうような形の何らかのセーフ

ティネットみたいな制度が必要ではない

かと、こういうふうには考えております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　この答申が２年続けて大体

同じ内容で出てきてるんですよね。要は、

国保条例に準拠して保険料率を改正して

いただきたいと、こう答申されておるん

です。２年、大体同じ内容なんですね。

それを全然、２年続けてされてないとい

うことで、この国保運営協議会の方から

も再三出されておりながら無視というか、

全然そのとおりしてないということは非

常に問題でもあって、今回介護の分はさ

れましたけども、国保についてはずっと

答申を無視された。無視されたというか、

答申どおりにされてないということは、

やっぱり問題ではないかなと思ってます。

また来年も多分同じような内容で答申が

出てくると思います。

　それと、この国保運協で審議する意味

がないんではないかなという気もするわ

けです。やっぱり、出された、諮問して

答申された内容については真摯に受けと

めて、これは実行してもらわないと、こ

の人は多分、これは摂津市民のためを思っ

てこういう答申をされてると思うんです。

　この答申については、真摯に受けとめ

て着実に実行する方向でしてもらわない

と、同じ内容で毎年毎年同じことをここ

で言う格好になるんです。

　そのことは、市としても受けとめてほ

しいなというのがあります。このことに

ついて、最後に助役の方からお答えねが

います。

○川口委員長　小野助役。

○小野助役　今、上村委員から言われた

部分で、先ほど総務常任委員会が終わっ

たんですが、市としては今回、平成１７

年度の基本方針につきましては、基本的

には現下の財政状況を考えましたときに、

市としては平成１８年度におきましてど

うあるべきかという議論の中で、１７年

度の中で国保の運協で今後の本市の保険

料と、それから市の繰出金のあり方はど

うあるべきかということを議論していた

だきたいというふうにも思っております

し、そういうお願いをするつもりでござ

います。

　いずれにいたしましても安心して医療

を受けられるということができるように

と、また安定的な財政運営を行なうため

ということでございます。

　それで、いずれにいたしましても、こ

の国保問題も含めまして大きく繰出金の
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問題のあり方にかかわってまいります。

そういったことで、間違いなくこの主要

基金の残高が１２．４億円になるという

こと。そして、若干１６年度予算での執

行差金なり、１７年度予算執行差金等々

で市トータルとしての予算は１８年度は、

まず組めるというふうに見ますが、いわ

ゆる１９年度以降が今のところ見通しが

立っていないという状況がございますか

ら、私どもとしてはできるだけ市民負担

を避けていくという形の中ではあります

が、今申し上げた今後のあり方について、

きちんと一度、市として整理をさせてい

ただかなければならない時期に来たのか

なと。

　ただし、これは当然なことであります

が、市民の代表であります議会と十分議

論をさせていただくということが１つ前

提条件でございますが、できるだけ今申

し上げました、冒頭申し上げました今後

の市の繰出金と保険料のあり方につきま

しては、今一度、国保の運協で十分な議

論をいただいて一定の方向をお願いし、

市はそのことをもって一定の議会と十分

な議論をしていきたいということを思っ

ております。

　毎年毎年の中でこういう議論をさせて

もらっておるんですが、やはり一定の基

金があればこそ、こういう議論も成り立っ

たわけでありますが、いよいよの時代が

来るということの中で、私どもはそうい

う国民健康保険については、そういう考

え方を持っておると。

　また、市全体としても大きく繰出金の

問題は、非常に聞きづらい点もあるかと

思いますが、これからも市としてのいろ

んな考え方の中を申し上げながら、議会

と十分な了承を得られるような取り組み

をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩いたします。

　　（午後２時５６分　休憩）

　　（午後３時３０分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　議案第８号及び議案第１４号の審査を

行ないます。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。藤浦委員。

○藤浦委員　１７年度予算に先立ちまし

て、昨年、これは何回か私、質問いたし

ました。介護保険に関して、介護という

問題、それから医療という問題、また建

築という３つの分野の連携が大事である

と。これは、特に住宅改造とか、そうい

う介護保険を適用して、そういう住宅の

改造をされていくときに、ケアマネージャー

等がその計画をつくられていくんですが、

うまく本当にその人に合った住宅に改造

なされているかどうかと。

　全国的には、いろいろこういう部分で

の問題が起こっていますよと、こういう

お話をさせていただきました。

　１６年３月２４日に、市として「高齢

者にやさしい住宅改修」というふうなテー

マのもとで講習会を開いていただいたよ

うな経緯もございました。

　その後、こうした問題につきまして、

いろいろ相談体制についての体制をちょっ

と考慮されたとか。ちょっと小耳に挟ん

でいるわけですが、そういう改善策、ど

のようになされてきているのかと。利用

者からの声という形になるかもわかりま

せんし、結果、どういうふうな形で、認

識されている程度で結構ですから教えて

いただきたいなと思います。

　それから、２番目に直接これは健康推
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進課の方でやられておりますが、介護保

険課と国民健康保険年金課と連携をしな

がら高齢者筋力トレーニングについて１

６年度については実施をしていただきま

した。これは、介護のそういう利用者の

改善を図っていこうと、少しでも自立で

きるような支援の１つとして、また介護

保険を抑制していく１つの今後の課題と

して実験的に導入をしていただきました。

　その検証については代表質問のときに

もお答えをいただきまして、ある程度、

一定の改善が見られると、効果が出てい

るということで１７年度については、今

度は春と秋の２回を予定されております

ということでございましたけども、これ、

もう少し詳しく決められているかどうか

はわかりませんが、詳しくご説明願えれ

ばお願いしたいということで、安威川の

南と北で２か所で今度はやりたいなとい

うようなこともあると思うんですが、場

所をどの辺で考えていらっしゃるのかと

いうことですね。それから、募集人数な

んかもある程度考えていらっしゃるんで

あれば、教えていただければありがたい

なと、これをお尋ねいたします。

　３番目に、高齢者ご自身の意識改革の

件ということで、特にこれは携われるケ

アマネージャーの研修の中で、そういう

接していく中で自立をして、少しでも元

気で長生きをして暮らしていこうと、そ

ういう意識をご高齢者の方が持っていた

だいて、頑張っていこうと。これは、ほ

かの政策でも共通したことだと思うんで

すけども、リハサロンとか、いろんなこ

とをやってますけども、それは結局はご

本人が頑張っていこうという、そういう

気持ちがあって、それが本当に生かされ

ていく政策につながっていくことなんで

すが、そういうのに反して一部の方かも

わかりませんが、やっぱり介護保険は何

かいっぱい使った方が得というふうな、

また介護度は上がっていく方が得をした

ような、何か感覚の方もいらっしゃいま

す。

　それは正しいのか間違いなのかという

ことよりも、元気で健康で長生きをして

いく、そういう摂津市をつくっていこう

という意味からは、やっぱり目指す方向

が違うように思うわけですが、そういう

ご高齢の方の意識を改革していくための

何か取り組みをということで以前も質問

をさせていただきました。

　いろいろ検討していきたいと、こうい

うご答弁だったんですが、１７年度、ま

た今後こういった研修とか、それから具

体的な施策を何か考えていらっしゃるの

か教えてください。

　それから、最後ですが、グループホー

ムのことです。数年前に、あるグループ

ホームが摂津市のそういう許可という形

ではなくて、大阪府から許可をいただい

て営業をはじめられたと、こういうよう

なことがございまして、そのほかにもちょっ

とそういう施設が引き合いには来ている

というふうなこともお聞きしてますけど

も、これ、今、国が介護保険の改正を進

めておりますけども、あのときも国に対

して実は先住所負担ということで、住所

を移されたときに先住所地の方で特養と

同じような扱いをしてほしいという要望

をしていきますと、こういうような答弁

もございましたし、要望もしたわけです

が、全体的に介護保険の体制も含めた形

での、国も含めた動き、総括的にどのよ

うになってきているのか。

　具体的に、本市の中でグループホーム

の動き、もともと予定している分以外の

分、その辺の動きと相まってどうなって

きているのか。

　また、そういう中で担当者としての方
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針、考え方、どのようにされていってい

るのかということをあわせてご答弁をお

願いしたいと思います。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず１点目でござ

いますが、介護、医療、建築の連携につ

いて、特に住宅改修に当たりましての講

習会を前年度させていただいたわけです

けれども、それ以降の相談体制の改善と

利用者からの声はどうなっているのかと

いうお問いだと思いますが、これにつき

ましては昨年の研修会以後、住宅改修の

申請に当たりましては、従来の事前書類

の審査に加えまして、ＯＴ、ＰＴを同行

させまして、拡大をして調査、審査させ

てもらっているという方向に、今、動い

ております。

　ちなみに同行率は、研修後の部分と比

べますと、約１０．６ポイント、６６．

８％まで上昇しております。

　このほかにも担当職員が大阪府の住宅

バリアフリー化促進分科会というところ

に参加をさせて、建築分野の研修を取り

入れているというような、今、状況でご

ざいます。

　今後につきましては、府が計画してお

るところでございますが、住宅改造相談

員派遣制度というのをモデル事業で実施

をしておるところでございますが、この

動向を見極めながら、本市では何か取り

入れるものがあるのかなというようなこ

とを探っていきたいなというふうに思っ

ております。

　利用者からのお声は、ちょっとじかに

はまだ私どもに届いておりませんけれど

も、あとでき上がってから検査にも行っ

ておりますし、業者の方が当初考えてい

た例えば手すりですとか、スロープの設

置につきましても実際現場を見まして、

当初の設計よりはＯＴ、ＰＴに来ていた

だいて自分の体に合った段差になったり

とか、位置についているなということを

喜んでいただいている声は幾らかは聞い

ております。

　今後こういう形で業者指導にも、建築

の人材を活用して建築分野の人と連携を

とって取り組んでいきたいなというふう

に思っております。

　２点目の高齢者筋力トレーニングにつ

きましては、私どもよりも健康推進課の

方が主になってやっていただいてるわけ

ですけれども、来年度の取り組みといた

しましては、春秋の２回、場所につきま

しては春の部分が老人福祉センターふれ

あいの里で４月１１日から７月２１日ま

で、前回と同じく全２８回のコースで予

定をしております。

　募集人員につきましては１８名を予定

いたしております。

　前回の時は、効果はまだ測定できてい

ないという状況でございましたけれども、

今回、１６年度の実施につきましては、

一定、効果が明らかになりましたので、

簡単にご紹介させていただきますと、非

該当の方、要支援の方、特に介護度の軽

度の方がかなり効果があったというふう

に出ております。

　介護度が変わらずとも本人の気持ちと

して、最終、修了証をお渡しさせていた

だいたときに１人ずつ感想を述べていた

だいたわけですけれども、その中では体

が軽くなった、歩く速さがアップした、

気持ちが前向きになったというような言

葉をいただいております。

　ですから、先ほどの質問と前後します

けれども、高齢者の方のお気持ちが、か

なり前向きになってきてるということで、

一定、効果はあったのではないかなとい

うふうに考えておりますので、春は老人

福祉センター、秋につきましては、また
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安威川以北で桜苑になるのか、ちょっと

ここら辺もまだ微妙でございますけども、

もう１回予定をしております。

　３点目の高齢者の意識改革。特にケア

マネの研修についての取り組みと実績に

ついての検証はどうなっているのかとい

うお問いでございますが、こちらにつき

ましては事業者連絡会を通じまして、全

体研修ですとかケアマネ部会、通所部会、

入所部会というような各部会で計画的に

研修を進めております。

　１６年度につきましては全体研修を３

回実施いたしております。研修のテーマ

としましては、「サービス提供者の人権

意識」というテーマと、「ノロウイルス

に関する感染予防と高齢者接遇の３Ｈ」、

「難病患者の施設利用」というようなテー

マで３回実施をいたしました。

　また、ケアマネージャー部会の研修と

いたしましては、介護予防、歯科健診、

福祉サービス、難病患者の施設利用といっ

た形で、月２回の研修を実施いたしてお

ります。

　今後こういった研修を継続的に、また

計画的に進めながらサービスの質の向上、

給付の適正化などに向けて取り組んでい

きたいなと。

　何よりも介護保険におきましては、ケ

アマネージャーの果たす役割というのが

一番大きくございまして、ケアマネージャー

をまず中立公平な立場でプランを立てて、

その方々の利用者の方の尊厳を大事にし、

サービス、心身の向上に努めるようなプ

ランが立てられるようにノウハウを養っ

ていただくということが主眼でございま

すので、今後もいろいろなテーマで研修

を実施していきたい。これは事業者連絡

会が主体でございますが、講師の派遣で

すとか、その時折のテーマは、市の方か

らもご意見を述べさせていただいて実施

に向けてサポートしていきたいというふ

うに考えております。

　それから最後の４点目のグループホー

ムに関して、制度改正の動きの中で今後

具体的に本市はどういうふうに動いてい

くのか、どういう方針なのかというお問

いでございますが、第２期計画では１９

年度までの利用者数を３９人というふう

に見込んでおりまして、現在、市内２か

所、５４人の定員が確保されております。

　そのうち、実際の利用者数につきまし

ては、現段階で２８名が利用されておら

れます。その内訳といたしましては、市

内の方が６名、市外が２２名となってお

ります。

　なお、市民の方で市外の施設を使って

いらっしゃる方もいらっしゃいますので、

その方たちは８名というふうになってお

ります。

　１８年度に向けての改正につきまして

は、地域密着型サービスというサービス

が創設されることに伴いまして、認知症

対応型グループホームにつきましては、

今まで府の指定許可でいってたわけです

けども、市町村にこの指定・指導許可権

限が下りてまいるというふうに聞いてお

ります。そうすることによって、市は新

たな参入希望の事業所に対しまして、現

在の計画を上回る設置開設がありますの

で、お断りをする方向でいこうかなとい

うふうに考えております。

　また、第三者評価、施設自身が第三者

を入れましてサービスの評価をするわけ

でございますけれども、このグループホー

ムにつきましては義務づけがされており

ますので、こういったこともあわせ持っ

てこれから事故等のないようにサービス

が適正に供給されるように見守っていき

たいなというふうに思っております。

○川口委員長　藤浦委員。
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○藤浦委員　まず１点目の介護医療、地

区の分野での連携ということで、いろい

ろやっていただく中で改善をされてきて

いるという報告がございました。特に実

際に作業療養士、それから理学療法士で

すか、一緒に相談に乗られてるというこ

とで、こういった面はやっぱり非常に有

効であろうなと、こういうふうに思うわ

けです。

　さらに、これをしっかりと充実、体制

を維持、また向上するための施策をしっ

かり、主な手だてを、これは要望してお

きます。お願いいたします。

　それから、高齢者筋力トレーニング、

これはわかりました。しっかり、さらに

その結果が出せるような取り組みをして

いただきながら実際の１８年度からの介

護保険の改正のときに、しっかりとそれ

を生かして先進的な取り組みを、有効な

取り組みができるような、まだまだ準備

段階だと思いますが、１７、１８年度も

頑張っていただくようによろしくお願い

いたします。

　それから、３番目の高齢者の皆さんの

意識改革の話ですけども、やはりケアマ

ネージャーが大きくかかわっていらっしゃ

るというふうな位置にありますし、いろ

んなそれ以外のことも研修は頻繁にやら

れてますよということでございましたけ

ども、特にケアマネージャーが全国的に

は問題になってますね。これは、業者、

介護事業者が抱えているケアマネージャー

というのは、どうしても利益誘導のよう

な方向に動いているんじゃないかという

ふうなことが非常に問題視されているわ

けですけど、それも改革の１つの中に入っ

ておりますけども、そうした観点で本市

の状態がどのようになっているのか。

　本来は、そういう相逆行するような高

齢者の意識改革とケアマネージャーの立

場というのは非常に逆行するような立場

に置かれているんじゃないですかという

ことを言うてたわけですが、この辺の実

情はどうですか、摂津市の場合の、各事

業所のケアマネージャー、それの研修会

の中で、そういったものの改善策とか、

やられているのであれば、もう一度ちょっ

と、この点はご質問したいと思います。

　それから、４番目のグループホームの

件ですが、先ほど２８名ご利用されてて、

６名は市内の方、これは当然、住所地も

そのままですが、市外の２２人の方につ

いて、これは住所地がこちらに入れられ

ているのかどうかというふうなことはつ

かんでらっしゃるんでしょうか。

　これはちょっと個人情報になるかもわ

かりませんが、これはこちらに住所を移

されたら、摂津市の介護保険会計の中に

入るということになると思うんですが、

その辺の実態がわかれば。

　それから、市外施設に入っていらっしゃ

る８名の方も、これも住所ごと、市外に

持っていかれているのか、わかれば一度

教えてください。

　それから、１点抜けてましたのは、具

体的に新しい施設の引き合い等が来てる

んじゃないかという話、その辺のことが

抜けておったと思いますので、それだけ

ちょっとつけ加えて答弁をお願いします。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず、３番目、高

齢者の意識改革等、ケアマネージャーの

研修の進み具合といったことの取り組み

は、研修を通じてさせていただいてるわ

けですけども、事業所が利用者を取り込

んでいるのではないか。利益誘導、サー

ビス事業者と併設されたケアマネージャー

については、自分のところの事業所へサー

ビスを利用するように動いてるんではな

いかというようなお問いだと思いますが、
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これにつきましてはケアプランを検証い

たしておりますし、国保連合会のデータ

をちょうだいいたしまして活用いたしま

して、サービスが偏っていないか、ワン

パターンのサービスが継続していないか

というような視点でもって、今、チェッ

クをかけております。

　自分のところの系列の事業所に偏った

サービスを提供しているというところが

見受けられましたときには、例えばレン

タルなんかそうですけれども、福祉用具

のレンタルは価格が府下の平均を上回っ

た高い価格の分になるにもかかわらず、

自分のところの系列の会社を利用してい

るというようなプランが発見されました

ときには、府下の平均の価格をお示しし

たり、市内のほかの安い業者もあるんじゃ

ないですかというようなチェックを入れ

させていただいて改善に取り組んでいる

というような状況でございます。これは、

一概に確証がなかなかございませんので、

どういうことだという切り口は、なかな

か難しいんですけれども、データを活用

しながら実態把握に努めていきたいなと

いうふうに考えております。

　それから４つ目のグループホームの住

所地特例と申しますか、住所の取り扱い

についてのお問いでございますが、現在、

２２名の市外の方が利用されておられま

すが、住所は市外のままでございます。

　ですから、摂津市の負担にはなってお

りませんが、これは住民基本台帳法に基

づいて国の方は本来、これは居宅サービ

スでございますので、住所は摂津の方に

移していただいて結構ですよというふう

な形で移すべきではないかとまでは言っ

てるんですけども、そうなりますとたち

まち摂津市の負担になりますので、今の

ところはご協力をいただいてるというよ

うな形でございます。これが実態でござ

います。

　なお、８名の市内の方が市外の施設を

利用されておられますが、この方たちに

ついては摂津市の住所のままでございま

す。ですから、摂津市の負担になってお

るところでございます。

　いずれにしましても、１８年度の改正

に向けまして、この住所地特例を適用し

てほしいというふうに私ども全国市長会

を通じて要望してまいりましたが、この

グループホームに限りましては、指定許

可権限が市町村におりるということで住

所地特例は認めてもらえませんでした。

　ですから、来られたときには計画にオー

バーするような充足数を満たしてますの

で、ご遠慮くださいというような規制し

か今のところ、かけるところはございま

せん。

　ただ、摂津市以外、島本町ですとか、

現にたくさんのグループホームを抱えて

いらっしゃる市町村の保険者にあっては、

今現在の入居者がすべて市内に住所を移

されるとなれば大変な負担になることは

明らかですので、この辺はどうなるのか

ということを今、国の方に問い合わせし

ておりますけども、答えは返ってきませ

んで、住所地特例は設けないというよう

な一点張りでございます。これも根気よ

く要望してまいりたいというふうに、今、

考えております。

　それから、新しい施設の動向でござい

ますが、これは年を明けてからですけれ

ども、つい最近、千里丘東４丁目あたり

で文化住宅が空き家になりまして、そこ

にグループホームができるというような

看板が立っておるという情報をいただき

まして、私も早速、現地へ行ってまいり

ました。

　本来であれば、グループホームの建設

なり、福祉施設の建設に当たっては、ま
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ず市町村の方に打診があるのかな、何か

調査が来るのかなというふうに思っておっ

たわけですけども、一切来ておりません。

　ですから、ご近所の方の通報ですとか

をいただいて初めてわかった次第でござ

います。こういった、もしこれから交渉

があったときには、先ほど申したとおり、

摂津市は今のところ充足しておりますの

でご遠慮願えませんかというような形で

当たろうかなというふうに考えておりま

す。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは最後、３番目のと

ころ、ケアマネージャーの関係から、い

ろいろチェックをしていただいていると

いうことですが、本来はチェックもそう

ですが、ケアマネージャー自身がそうい

うご自身の意識を変えていただくという

とおかしいですが、そういう業者の利益

云々というよりも、少しでも本来的な自

立ができるようなプランが立てられるよ

うな環境を整えてあげるとか、そういう

意識に立ってもらうということが重要な

んだろうというふうに思うわけです。

　これは、介護保険制度の改正も進めら

れておりますけども、それと相まってに

なりますけども、市としてもやっぱり健

康長寿社会を目指すためにも、これはしっ

かり取り組んでいただきたいなと。

　今、いろいろ我々の議論の中でも、だ

れにでも気軽にできる体操を普及してい

こうとか、この筋力トレーニングもそう

ですし、健康づくり都市宣言というよう

なことで、摂津市、本当に健康で長生き

ができる、そういう市にしていこうとい

うふうな取り組みの中でも、この意識改

革という部分は、すごく大事だし、また

困難だろうなというふうに思うんです。

そういう意味から、これはしっかり取り

組んでいただきたいなというふうに思い

ますので、これは要望しておきます。

　それから、グループホームの関連です

が、先ほど住所地の件を示していただき

ましたけども、外から来られてる方も住

所地は持ってこられていない。これは前

にもお願いしたらどうだというふうなこ

とがあって、お願いしていただいたんか

どうかわかりませんが、摂津市から外に

行かれてる方も住所地を持って出られて

ない。先ほどの答弁では市内の方がとい

うことですから、住所地を持って行った

人は市外の人になったから知りませんね

んということですね。それは、わからな

いわけですな、持って行った人は、そう

いうことですね。

　この市内の６名というのは、住所を外

から持ってきた人のことですか。もとも

と市内に住んではった人ですか、もとも

と住んではった人のこと。ということは、

持ってこられた方はいないということで、

出ていかれた方はいるかもわからないと、

こういうことですね。はい、わかりまし

た。

　これも、いつまでもそれは法律に則っ

てるわけではないので、それを貫くわけ

にはいかないと思いますけども、これは

できる限りの努力をということでお願い

したいと思います。

　それから、制度改正に伴って市町村が

許可ということになりますから、これは

介護プランのこれから会計に入られると

思いますし、それも含めてしっかり計画

をつくっていただきながら、地方として

言うべきことは国に言いながら、しっか

りと体制を取っていただくように、これ

はしっかり研鑽していただきながらやっ

ていただくことを要望しておきたいと思

いますので、お願いいたします。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　山下委員。
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○山下委員　介護保険が実施をされて、

ことし５年目の見直しということであり

ますけれども、見直しの中身が大問題だ

というふうに思います。

　私は、一番大きな問題は、介護サービ

スの利用がかえって本人の能力実現を妨

げていると、こういうような議論が盛ん

に行なわれておって、要支援や要介護度

１の方々の介護サービスを切り捨てよう

としていると、こういうことが実際には

きちんと介護を受けている人の方が状態

が悪化しないというのが現場の共通した

声であるということも伺っております。

　問題なのは、やっぱり介護サービス料

が非常に高いという状況でありますが、

これをまだ１割負担を２割、３割に引き

上げていくというような、そういう検討

さえしていると。

　特に、施設介護では、特別養護老人ホー

ムなどの利用料はホテルコストの徴収と

いうことで、これは非常に高くて、月額

３万円から８万円の値上げというふうな

ことも検討されていると。

　相部屋でも８万７，０００円とか、個

室で１３万４，０００円と、こうなった

平均で月に６万６，０００円の国民年金

の満額受給者でも払えますかということ

になっているわけです。こういうのが実

態だと思うんです。

　先ほども申し上げましたように、もう

１つは見直しと称して２０歳から保険料

を徴収するということで、これの２０歳

から徴収したいがために、この介護保険

料を徴収する大義名分として障害者の介

護をここに組み入れようということであっ

て、これは大きな問題だというふうに思

うんです。

　それから、介護保険導入前から、こう

いうサービスを受けている方々について、

これは廃止しようとしておりますが、と

りわけ特別養護老人ホームの利用料の値

上げ、自立や要支援の人、入所している

人、継続入所を廃止されれば行くあてが

ないということで、そういう状況のまま

特別養護老人ホームを追い出されるとい

う、こういうことも生み出しかねないと

いう事態になっております。

　摂津では、それがどの程度あるのかと、

そういう方々がどの程度あるのかという

ことが問題ですが、その辺はどういうふ

うにごらんになっているでしょうか。

　先ほども申し上げましたけども、今、

大きな問題というのは、今でさえ低所得

者を中心に介護保険サービスを受けたい

が、利用料負担が大きいために、それを

控えていると、それがサービス総量の４

割しか利用されていないという、また利

用できないという、そういう実態こそ問

題だと思うんですね。

　こういう点については、一体、本市と

してはどう考えるのか。国の方向は非常

に、そういう点では要介護度１、あるい

は要支援を切り捨てていくとかいうふう

な方向にしようとしておりますけれども、

そういうことで１割負担ということで非

常に重くなっていると、これがさらに重

くなれば外部の介護サービスを減少させ

て家庭内で介護しなければならないと、

これは逆戻りじゃないですか。そういう

事態になっているということも問題であ

ります。

　それから、先ほどからも申し上げます

が、介護保険料の引き上げと。これは、

６５歳以上の第１号被保険者のサービス

料も上げられましたが、こういうことで

本人の保険料負担がふえるということも

非常に深刻であります。こういう事態は、

一体どうなのかと。

　施設不足という点では、どうですかと。

摂津の場合は、特別養護老人ホームは、
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昨年の開所も入れて２７４床ということ

になったんですかね。それから、養護老

人ホームが５０床でしたか。そういうこ

との中で、例えば計画のとおりには、ほ

ぼ進んでいるというふうに評価なさって

いるのかもしれませんけれども、こうい

う点ではどうかということが言えるんじゃ

ないかと思うんです。こういう点では、

どうかということをお聞きしておきたい

と思います。

　そういう保険料、利用料の問題ですね。

私どもとしては、保険料はやっぱり応能

負担と、これは国保についても同じこと

が言えるんでありますけれども、能力に

応じた負担ということをやっぱり全体の

基本にして、所得比例で負担をさせてい

くということこそ大事なことではないか

と思うんですが、こういうあたりの基本

的な考え方についてお聞きをしておきた

いと思います。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず１点目の５年

後の介護保険制度の見直しに当たりまし

て、介護サービスの切り捨てですとか、

１割負担の見直しとか、２０歳適用、さ

まざまな懸念があるというふうなご質問

だと思いますが、まず介護サービスの切

り捨てというところでございますけれど

も、前も申し上げたかと思うんですけれ

ども、介護サービスがその方の自立支援

につながっているのかどうかという、こ

の視点で今までは予防サービスと介護サー

ビスがごっちゃになっておったというよ

うな実態でございます。やはり、予防が

適切な方については予防を進めていく。

介護度を重度化させない。

　また、介護を必要としない、介護を使

わなくても自立できるという状況を長続

きさせるというねらいで予防給付が設け

られておったわけですけども、実際ふた

をあけてみますと、介護サービスと何ら

変わりがないと、この辺のメリハリをつ

ける意味で今回、１８年度の改正に当たっ

ては、予防給付を充実させていくんだと

いうことで、介護予防のサービスを軽度

の方に使っていただくという形ですので、

サービスの打ち切りというよりも、その

方に適したサービスを提供していこうと

いうような動きかと私は思っております。

また、そうあるべきだと思います。

　それから、サービスを使っている方が

悪化しないのではないかという委員のご

指摘でございますが、確かに重度の方に

ついては、それは言えるかなと思います

が、軽度の方については、先ほどの高齢

者筋力トレーニング教室でも、少ないデー

タで申しわけないんですけども、一定、

改善が見られてるということですので、

予防サービスを使えばよくなるんじゃな

いかなと。今までみたいな介護サービス

になればどうかなと思いますけども、予

防サービスになれば向上するんではない

かな。下肢機能筋力が向上して、寝たき

りを防げるとか、元気で長生きできるん

ではないかなというような方向が国の方

は打ち出しておりますので、私どももそ

れを先取りしましてといいますか、高齢

者筋力トレーニングを進めておるところ

でございます。

　それから、１割負担の問題ですけれど

も、これについては、今のところ２割に

する、３割にするというような話は、市

の方には届いておりません。今回の改正

でも、それはうたわれていないというこ

とでございます。

　それから、ホテルコストにつきまして

は前倒しで１７年度の１０月に実施とい

うことで、私どもその準備に追われてい

るところでございますが、確かに負担は

ふえます。しかしながら国の方は、第２
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段階の方につきましては、一定、低所得

段階につきましては、一定、軽減を図っ

ているということで負担を極力少なくし

てるというのが実情でございますし、居

宅で使われている費用と施設に入ってい

る方の持ち出し費用と比べまして、ここ

ら辺の負担の均衡を図りたいということ

がねらいでございますので、一定、ご負

担はいただかないかんのかなというふう

に考えております。

　それから、利用負担が多いためにサー

ビスが十分使えてないのではないかとい

うご指摘でございますが、これも前回お

答えをさせていただきましたけれども、

確かに利用負担について低所得者は困っ

ていらっしゃることもあるかと思います。

利用料の減免をしてはどうかと、創設を

すべきではないかというご指摘、ご要望

もいただいてるわけですけれども、これ

は介護保険料の中で賄うべきものでござ

いますので、保険料に上乗せはできませ

んので、その財源はどうするかというと、

一般財源に求めないといけないと。

　今の市の状況におきましては、一般財

源からの繰り入れは非常に厳しい状況で

ございますので、利用者負担、利用料の

減免については今のところ考えておらな

い。そのかわり低所得者に対する、ほか

の手だてはないのかということで第２段

階の細分化、保険料を今の第２段階をさ

らに２つに分けまして低所得者に対する

保険料の軽減を図るという、今回改正に

も盛り込まれておりますので、そういっ

た動きを見ながら低所得者に対する動向

を見ていきたいなというふうに考えてお

ります。

　それから、保険料の値上げにつきまし

ては、今、ちょっと答弁が重なりますけ

れども、私どもの現行の内容で試算しま

すと、これは世帯非課税ということで、

世帯考慮は今のところできませんで、個

人ベースで考えていきますと、このまま

の推移でいきますと４，３００円ぐらい

になるのかなと、これは国の方でも４，

３００円ぐらいかなというふうに言われ

ておりますので、摂津市も今のところ調

べた限りでは、それに近い数字が出てく

るのかなというふうに、粗い試算でござ

いますけれども、しております。

　ただ、制度の詳細がまだはっきりわかっ

ておりませんので、また所得のつかまえ

方もまだ粗ろうございますので、下振れ

は、まだあるかと思います。

　それから、施設の設置状況はどうなの

かという問いでございますが、現在、委

員もおっしゃいましたように特養は２７

４床ございます。老健は、１７２床、計

画どおり進んでおります。

　１９年度達成利用料見込みを上回る施

設の数が確保されているということでご

ざいますので、今のところ建設の予定は

ございません。新たな建設は、今のとこ

ろ予定をしておりません。

　それから、応能負担についての考え方

はどうかというお問いでございますが、

確かに国民健康保険につきましては、応

能負担が一部導入されているという状態

でございますけれども、介護保険につき

ましては５段階設定の定額、基準額で上

下５段階設定で設けてるわけですけれど

も、応能負担という考えではなく、応益

負担ということでいくという形になって

おりますので、国の制度でございますの

で、市がどこまでできるのかといいます

と、裁量の余地はすごく限られているわ

けで、今回改正で言われてます第２段階、

新第２段階の保険料率をどうするか。こ

のあたりが市の裁量の発揮しどころかな

というふうに、今考えておりますので、

この部分を極力考慮して取り組んでいき
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たい。

　高齢者かがやきプランの方でご意見を

賜りながら、この辺は詰めていきたいな

というふうに考えております。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　とりわけ軽度の要支援だと

か、要介護度１というところについての

認識が若干違うと私は感じました。これ

もでたらめに、この要介護度や要支援を

決めたわけではなく、あるいはまたその

認定に基づくサービスの総量が決められ

ているので、これ何も勝手にサービスを

受けるというわけにいかんのですよ。医

療費とは違って、認定という作業がある

じゃないですか。その認定の作業を経て

サービス総量が決められたと、それが十

分には活用されてないと、４割しか使わ

れてないというところに問題があるん違

うかという提起をしてるわけで、そのおっ

しゃってる介護予防に力を入れなあかん

というご意見ですが、これはやっぱりき

ちんとした介護ということが、そのもと

もとの趣旨であったんですね。

　介護予防なんて言い出したのは最近に

なってから言い出したわけで、そういう

要介護度１だとか、要支援という人たち

の介護サービスが過剰であるみたいな、

こういう議論、あるいは制度発足以前か

ら施設入所されていた方々に対する措置

をこういうところから追い出すという、

そういうことも起きてきてるということ

が私は問題だというふうに思うんです。

　それは、おっしゃったように筋力トレー

ニングで効果のある場合もあると。私も

この２月に東北の方に介護予防の視察に

行ってまいりました。山形県の新庄市で

は、この介護予防ということで筋力トレー

ニングをやってるということで、早速手

を挙げたけれども、これ本当に役に立つ

のかということで、そういう国の枠では

なくて独自のものとしてやり出したと、

そういうことが適用するかどうかわから

んというような、そういうこともあった

ようですが、そういうような実態だとい

うふうに、私の行ったところではそうい

うような状況でありました。

　もちろん介護予防ということを否定し

ているわけじゃありません。これ、非常

に大事なことだと思います。要介護とか

にならないように、介護予防ということ

は必要だけれども、それはいわば要支援、

要介護になる以前の、そういうことも含

めて大事だというような意味で、これは

しっかりと的を当てないと要介護度１と

か、要支援とかいうのは、それなりの認

定といいますか、支援ということの中身

を定めているわけですから、それによっ

てサービスの総量も決めているわけです

から、その根底が一体どうなのかという、

そういう検証なしには安易にこれを筋力

トレーニングというふうなことで置きか

えられるかといったら、そういうことで

はないというふうに思うんですね。

　それから、介護保険料の方ですが、５

段階の方ですね。これ、第２段階の細分

化ということで、今年度の最初に介護保

険料の減免制度ということで申し上げま

した。これの適応が一体どうだったのか

ということを第一段階、第２段階、第３

段階、第４段階、第５段階、それぞれの

階層の人数、この第２段階でこの減免に

該当した人は一体幾らだったのか。

　それは、１７年度の見通しとして一体

どうなっているのか、その辺もお聞かせ

いただきたいと思います。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　１番目の軽度の認

識が違うのではないかということでござ

いましたけれども、介護予防は確かに最

近のはやり言葉のように、あちこちで聞

－�55�－



きますけれども本市も筋力トレーニング

につきましてはモデル事業になる前の取

り組みということで、いち早く取り組ん

だわけですけれども、今までの予防事業、

一般施策でやっておりました老人保健の

事業の中で取り組んでました転倒骨折予

防教室ですとか、いきいきリハサロンで

すとか、機能訓練、そういったものもあっ

たんですけれども、さらに新しい手法を

取り入れてご家庭で気軽に、だれでもが

簡単にできるようなトレーニングはない

のかということで取り入れました。

　今回、それが予防事業として効果があ

るのではないかということで、これを励

みにもう少し進めていきたいというふう

に考えておるんですけれども、既存の予

防事業も一般施策だからとか、老人だか

らということじゃなくて、介護保険と相

まって、一体的にこれから進めていきた

いと。健康事業として、いろんな仕掛け

を考えていきながら進めていきたいとい

うふうに考えております。

　確かに介護度の軽い方よりも介護を受

ける前、非該当の方、自立されて、これ

から介護を受けるかなという予備的な方

にする方が効果があるんではないかとい

う委員のご指摘でございます。確かにそ

れもございます。

　また一方では、要支援、要介護１とい

う軽度の方にも効果があるということも

言われております。ですから、両方の方

を対象にこれから進めていくべきではな

いかなというふうに考えております。

　新しい改正の中では、見直しの中では、

予防事業と地域支援事業と呼びますけれ

ども、この中で地域包括支援センターを

中心として予防プランを立てて、継続的

に予防サービスを展開していくというよ

うな構想がございますので、本市もそれ

に則って、この高齢者の筋力トレーニン

グですとか、あとは口腔衛生問題、歯科

健診、歯科の問題ですとか、栄養改善で

すとか、今まで地域で展開している機能

訓練をいろいろ工夫しまして展開してい

きたいなというふうに考えております。

　それから、２点目の保険料の５段階、

減免適用の実情でございますけれども、

１５年度につきましては１９件の適用が

ございました。減免額は１８万４，５０

０円。それから、１６年度、今現在では

１５件の申請がございまして、承認は下

ろさせていただきました１２万１，３６

０円の減免となっております。

　階層については、第２段階の方が対象

でございますので、第２段階の方が半額

になると、第１段階と同じ金額になると

いう減免でございます。

○川口委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　まず１点目ですけども、給

付費が総額２８億円弱あるということで、

今回、居宅介護が１４億円ということで

施設介護を抜いて大幅にふえたというこ

とであります。それについて、この居宅

介護は過去、今後、どういう推移で来た

のかなという見込み、過去の実績と見込

みを教えていただきたいということです。

　それと、１点教えていただきたいんで

すけども、今回、予算がトータル３０億

３，２４２万３，０００円ということで

前年度より５億１，０００万円ふえたと

いうことですよね。

　この収支で見ると、今までは基金で若

干調整しながら来てましたけども、今回、

基金を投入せずに、これ収支バランスが

財政安定化基金支出金というのが今回１

億６９３万円、収入で入ってきて、これ

で収支バランスが取れてる格好になった

のか。

　この財政安定化基金の支出金というの

－�56�－



は、説明があったような気もするんです

けど、実際どういう形で大阪府から出さ

れているのかなということを教えてくだ

さい。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず、１点目の居

宅介護サービス費が施設サービス費を上

回っておりまして、居宅サービスの推移

はどうなっているのかというお問いでご

ざいますが、実は平成１４年の後半から

居宅サービスが施設サービスを上回って

きております。

　具体に１２年度から追って申し上げま

すと、居宅サービス費が１２年度は５億

５，１８７万１，８１４円、１３年度が

８億４，９８６万４，４３８円、１４年

度が１０億４，８６８万６７４円、１５

年度が１２億４，１１６万７，６２９円

となっています。

　もう少し施設の対比を申し上げますと、

居宅と施設の差でございますが、１２年

度は４２．４％対５７．０％、１００％

にならないのは、その他のサービスが入っ

てございますので、若干１００にはなり

ませんが、その次、１３年度は４６．６

対５２．７、１４年度は５１．８対４７．

５、１５年度は５７．６対４１．６とい

うような形で、１４年度から逆転をして

おるというところでございます。

　１６年度の見込みにつきましても居宅

の方が１４億３，１３８万２，０００円

を計上しておりますので、比率としまし

ては５６．２％、施設の方は４３．１％

というふうに見込んでおります。

　今後、この傾向は続いていくと思われ

ますけれども、施設の方は１６年度後半

から特養ひかりがオープンしまして、７

０床ふえましたので、この分がフル稼働

いたしますと、１７年度にはかなり、ま

たふえてくると。

　あわせまして、ひかりの方でグループ

ホームも２ユニット、１８名枠がござい

ますので、この分もフル稼働いたします

と居宅もふえてくるということで、率的

には同じぐらいの伸びを示すのかなとい

うことで、１７年度はそれぞれ１３％の

アップを見込んでおります。これは決算

ベースです。１６年度の決算見込みと比

較いたしまして１３％のアップを予算計

上させていただいております。

　それから、財政安定化基金につきまし

てですけれども、今回初めて収支バラン

ス、委員おっしゃるとおり収支均衡を保

つために財政安定化基金からの借り入れ

を計画いたしております。

　これにつきましては、給付費の見込み

違いですとか、急増に対する不足を補う

ための財源でございまして、国・府・市

の三者が拠出し合って、ためている基金

でございます。

　一定条件が整えば借入れは可能でござ

いますが、確約をいただいたわけではご

ざいませんし、この１億円がすべて借入

れができるともまだ決まっておりません

が、できるだけその方向で頑張っていき

たいんですけれども、それよりもまず収

支、給付費を何とか抑えていくというの

が先だろうと思います。内部努力をいた

しまして、先ほどの予防事業ですとか、

給付の適正な支出とかに力を入れまして、

給付が伸びないように抑制をかけていっ

て、安定化基金を使わずとも済むような

形で持っていきたいなというふうに思っ

ております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　利用者の伸び、保険給付費

の伸びということで、これは多分１３％

ぐらい毎年伸びていってるんですか。１

７年度が１３％の伸びということであれ

ば、大体この程度の伸びで、ずっと介護
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保険給付は伸びているということですね。

　特に摂津市の年齢構成というか人口構

成を見た場合に、これまた団塊の世代が

高齢化してくるということでは、またま

た高齢化率が急激に進んでいくんじゃな

いかなということを踏まえると、非常に

この介護保険自体も財政運営が厳しくな

るんではないかなという予測がされます

し、ましてや今回、財政安定化基金から

１億円を借りるというか、使うというこ

とで試算してますけども、これも、この

お金は幾らでも使えるというわけではな

いでしょうし、ましてやこれも準備基金

というものは残高はあるんですか、摂津

の場合。それもちょっと聞くの忘れまし

たけども、今回、積み立てもゼロになっ

てますよね、もう。積み立てするお金が

ないということでしょうけども、まして

やこの準備基金、１２年からずっと、こ

の基金でやりくりしていきながら来まし

たけども、今年度の予算を見ると、それ

を使うこともできないし、ためることも

できないという状況になってきてるんで

はないかなというふうに思っております。

　そういった意味では、この保険給付を

抑えるということは、さっき言うた介護

予防かなということにもなりますし、そ

れもなかなか抑えられない部分もあるん

で、いずれ保険料ということにも手をつ

けざるを得ないかなということになりま

すけども、できるだけそこは避けていっ

ていただきたいなという思いもあります

し、そういった意味でもう一度、この伸

びに対してどういう考えがあるのか、お

聞かせ願います。

　それと、もう一度、準備金についても

残高、推定で言ってますけども実際はど

うなっているのかお教え願えますか。

○川口委員長　井口課長。

○井口介護保険課長　まず、給付費の伸

びでございますけれども、実績で申し上

げますと対前年度比で１２年度と１３年

度の比較でいきますと４０．３％の増加、

１３年度と１４年度につきましては１１

％の伸び、１４年度、１５年度の比較で

したら６．３％、１６年度につきまして

は見込みでございますが、１８．３％を

見込んでおります。そして、１７年度に

つきましては、先ほど申し上げましたと

おり１３％を見込んでおります。

　給付につきましては、国保と同じくど

れぐらい使われるかというのは、なかな

か見込みを立てづらいところでございま

すけれども、要介護認定者、高齢化率に

伴います要介護認定者数が二けた台の伸

びをずっと示しておりますので、２０％

を切りますが、例えば１４年でしたら１

８．９％、１５年度は１４．４％、１６

年度では５．３％と、ちょっと最近は穏

やかになってきましたけども、２０％近

い伸びを示しておりましたので、これに

伴う利用量の増というふうに理解をして

おります。

　それに伴いまして、給付費が伸びまし

て、財政運営の方は逼迫をしてきており

ます。１５年度、第２期計画の初年度に

つきましては８，０００万円ございまし

た給付費準備基金も、この１６年度末を

もちまして残高ゼロという形になります。

　したがいまして、１７年度、第２期計

画の３か年の最終年度につきましては、

基金からはおろせませんので、財政安定

化基金の借入れを検討していると。それ

を頼らざるを得ないという状況になって

おります。

　財政安定化基金につきましての借り入

れは無利子でございますけれども、府下

の状況が摂津市に限らず給付費の増加に

伴いまして赤字の保険者が続出しており

ますので、同じように手を挙げる保険者
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が出てきておると。ですから、摂津市の

希望どおり貸し付けができるかどうか不

安材料もございます。

　あと、１７年度につきましては積み立

てはしないのかということですが、当然、

残高はございませんし、このままでいけ

ば積み立てどころか、どこからか財源を

持ってこないといけないような形ですの

で、保険料を抑制した部分についての三

千何がしの取り崩しも予定しておったん

ですけれども、その財源もないというこ

とで、こうなれば安定化基金の借り入れ

しか、もう道はないと。

　もし、これもだめでしたら、繰上充用

というような最悪の方法になってくるか

なと予想しております。

　いずれにしましても介護保険財政は非

常に先行き厳しい状況となっております。

何度も申し上げておりますけれども、た

だ手をこまねいているわけではなく、よ

りよいサービスを心がけてはおりますけ

れども、サービスの内容をもう一度点検

していただくように高齢者自身の方にも

意識改革、先ほど藤浦委員の質問もござ

いましたけれども、サービスの内容をも

う一度自己点検をしていただいて、適正

な給付、それから不正な請求の防止、そ

れから介護予防、この３点で頑張って取

り組んでいきたいなと思っております。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　そういう非常に厳しい財政

状況になってくるということで、これは

少子・高齢化社会のそういう現象が、も

ろに今、ここで来るのかなという気もし

てます。

　委員長、私が言ったデータの中で過去

の１２年から、もうそろそろ５年が経過

してデータがそろってきたんではないか

なと思ってますんで、介護保険に係る利

用者の数等々のデータがあれば、ぜひ委

員会に報告、資料要求をしておきたいと

思いますので、それの提出、よろしくお

願いします。

　ということで、手をこまねいていくと

いうことだけでは、だめということだっ

たんで、やはりさっきの話もありました

けど、やはり決められたとおりに、きっ

ちり保険料も決めてということも必要で

はないかなということもしてますので、

そのことはまた、きっちり議論して方向

性をきっちり定めていかないと、またこ

の財政が破綻してしまうということにな

りかねませんので、ぜひ、そのことはま

た、きっちりデータにしていただきたい

ということを要望しておきます。

○川口委員長　先ほど要請のありました

資料については提出できますでしょうか。

　井口課長。

○井口介護保険課長　はい。

○川口委員長　よろしくお願いいたしま

す。

　ほかにございませんか。

　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩いたします。

　　　（午後４時３９分　休憩）

　　　（午後４時４２分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　討論なしと認め、採決を

いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３号について、可決することに
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賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３５号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）
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○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　　（挙手する者あり）

○川口委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

　　（午後４時４７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 川 口 純 子

民生常任委員  山 下 信 行
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